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岐阜市長良の鵜飼漁 関市小瀬の鵜飼漁

千数百年前から続く
伝統漁法
家々の生業として受け継がれてきた

長良川の鵜飼漁。

時代や環境に合わせながらも、

古来より伝わる鵜飼漁の技術、鵜匠の心意気を

次世代へ継承していく。

長良川流域の
文化を育んできた鵜飼漁
鵜飼漁の漁場となる長良川は

様々な恵みをもたらしてきた。

そして、流域には多くの人々が住み、訪れ、

独特な文化が育まれてきた歴史もある。

世界に誇る長良川の鵜飼漁の価値や魅力を

未来へと繋いでいく。
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　岐阜県の大日ヶ岳に源流を発し、伊勢湾へと注ぐ清流長良川。その中流域に位置する岐阜市

及び関市では、1300年以上の歴史と伝統を誇る鵜飼漁が行われています。

　岐阜市は、「本物志向の観光まちづくり」をスローガンに掲げ、長良川の歴史や文化、景観を活か

した魅力的な水辺空間の形成を図る「かわまちづくり」に市民の皆様とともに取り組んでいます。岐

阜城を頂に有する金華山を背景に繰り広げられる岐阜市の鵜飼漁は、本物としての価値や魅力を

持つ地域資源として「かわまちづくり」の推進に欠かせない存在です。

　しかし、近年は、社会の抱える深刻な課題が鵜飼漁にも大きく影響を及ぼしています。一方で、従来

にない鵜飼漁の公開方法を市民の皆様が中心となって模索される等、新たな動きも活発になってお

り、鵜飼漁は今、重要な転換期にあります。

　本計画は、保存会の皆様と両市が一緒に考えて、重要無形民俗文化財「長良川の鵜飼漁の技

術」の保存活用の方針及び具体的な措置を示したものです。オール岐阜で本計画を実行し、かけ

がえのない文化財の未来への継承を図り、さらなる魅力づくりを目指してまいります。

序　文

序文

令和3年3月

　岐阜市長良の鵜匠は、専業で鵜飼漁を営む漁師です。鵜飼漁を生業とする家に生まれること

が、鵜匠の資質を備えるには最も重要な要素です。一日を通して全てが鵜飼漁に繋がる生活を

積み重ねていく中で、一切の所作を見て、聞いて、感じて、吸収することにより、鵜飼漁の技術や

鵜匠としての心意気を身に付けていきます。

　私達6人の鵜匠は、あらゆる変化と常に向き合いながら、鵜飼漁を継承してきました。社会の変

化、自然の変化、人の変化等、周りの環境が変化し続けていく中で、今日まで受け継がれてきた歴

史の背景を意識しながら鵜飼漁をどのように継承していくかをこれまで色 と々考えてきました。それ

はこれからも続いていくことであり、先人たちもそうしてきました。しかし、今、これまでに無い大きな

変化が押し寄せてきています。鵜匠一人一人の努力に加え、多くの方々の協力を得ながら、乗り

越えていかなければならない課題も多くあります。

　本計画の作成をきっかけに、より一層身を引き締めて鵜飼漁の継承に努めてまいります。

令和3年3月

岐阜長良川鵜飼保存会　 会長  杉山　雅彦

岐阜市長　柴橋　正直

序文

　岐阜県の清流長良川は、流域の関市及び岐阜市に豊かな自然をもたらし、伝統と文化を育んで

きました。この長良川を舞台に、鵜飼漁は毎年５月１１日から１０月１５日にかけて行われます。小瀬鵜

飼において繰り広げられる伝統的な漁法は、漁の技術や闇に浮かぶ篝火、川面に響く水音や鵜舟

を操る迫力を間近で体感することができます。

　小瀬鵜飼は関市にとって重要な観光資源であるとともに、ふるさと教育においても欠かすことので

きないものです。関市内の小学校では、毎年５年生が小瀬鵜飼の見学を行っています。子どもたちは

地域の伝統文化を肌で感じながら、郷土に対する誇りと愛情を育んでいることでしょう。

　近年は、鵜飼シーズンの長雨や水害、感染症の拡大、また船頭等の担い手不足など、小瀬鵜飼に

とっては試練の年が続いています。伝統をつないでいくために、新たな取組が求められています。

　本計画は、小瀬鵜飼保存会、岐阜長良川鵜飼保存会と両市が策定したもので、「長良川の鵜飼

漁の技術」の取組を記しています。岐阜県・日本の宝として誇れる鵜飼漁の技術を後世につなぐた

めに、両保存会、両市が相互に、そして市民と協働し、計画をすすめてまいります。

令和3年3月

関市長　　尾関　健治

　小瀬鵜飼の鵜匠は３人で、鵜とともに生活しています。鵜匠は世襲制で、幼いころから鵜ととも

に生活をし、父親から鵜飼漁の技術を学び、磨いています。

　近年、天候や社会の変化などにより、鵜飼漁ができない日が続くことが多くありました。先人たち

も様々な変化に直面し、それを乗り越えてきたのでしょう。今まで鵜飼漁を続けてきた先人たちのた

ゆまぬ努力と精神力の強さを痛感しました。また、この局面を我 も々乗り越えていかなければなりま

せん。

　本計画は鵜飼漁を見直すいい機会となりました。鵜飼漁にかかわる課題が明らかとなりました。

しかし、この鵜飼漁を次世代へ、未来へ繋いでいかなくてはなりません。これらの課題を克服して

いくためには鵜匠たちだけの力では乗り越えられない課題もあります。多くの方々の協力を得なけ

ればなりません。

　岐阜市長良の鵜匠たちとも協力し、先人たちが伝えてきた鵜飼漁の技術を受け継ぎ、後世に

伝えていくことに努めていきます。

令和3年3月

小瀬鵜飼保存会　 会長  足立　太一



　岐阜県の大日ヶ岳に源流を発し、伊勢湾へと注ぐ清流長良川。その中流域に位置する岐阜市

及び関市では、1300年以上の歴史と伝統を誇る鵜飼漁が行われています。

　岐阜市は、「本物志向の観光まちづくり」をスローガンに掲げ、長良川の歴史や文化、景観を活か

した魅力的な水辺空間の形成を図る「かわまちづくり」に市民の皆様とともに取り組んでいます。岐

阜城を頂に有する金華山を背景に繰り広げられる岐阜市の鵜飼漁は、本物としての価値や魅力を

持つ地域資源として「かわまちづくり」の推進に欠かせない存在です。

　しかし、近年は、社会の抱える深刻な課題が鵜飼漁にも大きく影響を及ぼしています。一方で、従来

にない鵜飼漁の公開方法を市民の皆様が中心となって模索される等、新たな動きも活発になってお

り、鵜飼漁は今、重要な転換期にあります。

　本計画は、保存会の皆様と両市が一緒に考えて、重要無形民俗文化財「長良川の鵜飼漁の技

術」の保存活用の方針及び具体的な措置を示したものです。オール岐阜で本計画を実行し、かけ

がえのない文化財の未来への継承を図り、さらなる魅力づくりを目指してまいります。

序　文

序文

令和3年3月

　岐阜市長良の鵜匠は、専業で鵜飼漁を営む漁師です。鵜飼漁を生業とする家に生まれること

が、鵜匠の資質を備えるには最も重要な要素です。一日を通して全てが鵜飼漁に繋がる生活を

積み重ねていく中で、一切の所作を見て、聞いて、感じて、吸収することにより、鵜飼漁の技術や

鵜匠としての心意気を身に付けていきます。

　私達6人の鵜匠は、あらゆる変化と常に向き合いながら、鵜飼漁を継承してきました。社会の変

化、自然の変化、人の変化等、周りの環境が変化し続けていく中で、今日まで受け継がれてきた歴

史の背景を意識しながら鵜飼漁をどのように継承していくかをこれまで色 と々考えてきました。それ

はこれからも続いていくことであり、先人たちもそうしてきました。しかし、今、これまでに無い大きな

変化が押し寄せてきています。鵜匠一人一人の努力に加え、多くの方々の協力を得ながら、乗り

越えていかなければならない課題も多くあります。

　本計画の作成をきっかけに、より一層身を引き締めて鵜飼漁の継承に努めてまいります。

令和3年3月

岐阜長良川鵜飼保存会　 会長  杉山　雅彦

岐阜市長　柴橋　正直

序文

　岐阜県の清流長良川は、流域の関市及び岐阜市に豊かな自然をもたらし、伝統と文化を育んで

きました。この長良川を舞台に、鵜飼漁は毎年５月１１日から１０月１５日にかけて行われます。小瀬鵜

飼において繰り広げられる伝統的な漁法は、漁の技術や闇に浮かぶ篝火、川面に響く水音や鵜舟

を操る迫力を間近で体感することができます。

　小瀬鵜飼は関市にとって重要な観光資源であるとともに、ふるさと教育においても欠かすことので

きないものです。関市内の小学校では、毎年５年生が小瀬鵜飼の見学を行っています。子どもたちは

地域の伝統文化を肌で感じながら、郷土に対する誇りと愛情を育んでいることでしょう。

　近年は、鵜飼シーズンの長雨や水害、感染症の拡大、また船頭等の担い手不足など、小瀬鵜飼に

とっては試練の年が続いています。伝統をつないでいくために、新たな取組が求められています。

　本計画は、小瀬鵜飼保存会、岐阜長良川鵜飼保存会と両市が策定したもので、「長良川の鵜飼

漁の技術」の取組を記しています。岐阜県・日本の宝として誇れる鵜飼漁の技術を後世につなぐた

めに、両保存会、両市が相互に、そして市民と協働し、計画をすすめてまいります。

令和3年3月

関市長　　尾関　健治

　小瀬鵜飼の鵜匠は３人で、鵜とともに生活しています。鵜匠は世襲制で、幼いころから鵜ととも

に生活をし、父親から鵜飼漁の技術を学び、磨いています。

　近年、天候や社会の変化などにより、鵜飼漁ができない日が続くことが多くありました。先人たち

も様々な変化に直面し、それを乗り越えてきたのでしょう。今まで鵜飼漁を続けてきた先人たちのた

ゆまぬ努力と精神力の強さを痛感しました。また、この局面を我 も々乗り越えていかなければなりま

せん。

　本計画は鵜飼漁を見直すいい機会となりました。鵜飼漁にかかわる課題が明らかとなりました。

しかし、この鵜飼漁を次世代へ、未来へ繋いでいかなくてはなりません。これらの課題を克服して

いくためには鵜匠たちだけの力では乗り越えられない課題もあります。多くの方々の協力を得なけ

ればなりません。

　岐阜市長良の鵜匠たちとも協力し、先人たちが伝えてきた鵜飼漁の技術を受け継ぎ、後世に

伝えていくことに努めていきます。

令和3年3月

小瀬鵜飼保存会　 会長  足立　太一



例言・凡例 目次

1.　本計画は、岐阜県岐阜市及び岐阜県関市で継承されている国指定の重要無形民俗文化財「長良川の鵜飼漁の技

術」の保存活用計画である。

2.　本計画は文化財保護法第89条の2第1項に基づく「重要無形民俗文化財の保存及び活用に関する計画」として作

成を進めた。

3.　本計画作成事業は、「長良川の鵜飼漁の技術」保存活用協議会が主体となり、令和2年度に「（重無民）長良川の鵜

飼漁の技術民俗文化財伝承・活用等事業」として国庫補助金の交付を受けて実施した。

4.　「長良川の鵜飼漁の技術」保存活用協議会は、岐阜長良川鵜飼保存会・小瀬鵜飼保存会・岐阜県岐阜市・岐阜県

関市・学識経験者で構成した団体である。

5.　本計画の作成にあたり、文化庁文化財第一課、岐阜県環境生活部県民文化局文化伝承課、岐阜市長良川鵜飼習

俗総合調査委員会、岐阜市長良川鵜飼習俗総合調査専門委員会、小瀬鵜飼習俗総合調査委員会、小瀬鵜飼習

俗総合調査委員会専門部会の指導助言を得た。

6.　本計画の作成に係る事務は「長良川の鵜飼漁の技術」保存活用協議会が担当した。

7.　本計画の編集は、「長良川の鵜飼漁の技術」保存活用協議会の事務局（岐阜市ぎふ魅力づくり推進部文化財保護

課及び関市協働推進部文化課文化財保護センター）が行い、関連業務の一部を日本印刷株式会社岐阜営業所に

委託した。

例　言

本計画において、用語の表記を以下のとおりとする。

･ 重要無形民俗文化財「長良川の鵜飼漁の技術」保存活用計画…「本計画」

･ 重要無形民俗文化財「長良川の鵜飼漁の技術」…「文化財」（ただし、「文化財保護法」等の固有名詞に含まれる場

合は除く）

･ 「長良川の鵜飼漁の技術」保存活用協議会…「協議会」（ただし、それ以外の協議会の名称に含まれる場合は除く）

･ 岐阜長良川鵜飼保存会及び小瀬鵜飼保存会…「両保存会」

･ 岐阜県岐阜市…「岐阜市」

･ 岐阜県関市…「関市」

･ 岐阜県岐阜市及び岐阜県関市…「両市」

･ 岐阜市長良川鵜飼習俗総合調査委員会及び岐阜市長良川鵜飼習俗総合調査専門委員会及び

　小瀬鵜飼習俗総合調査委員会及び小瀬鵜飼習俗総合調査委員会専門部会…「調査委員会」

凡　例

第１章　計画作成の目的
　第１節　　計画作成の背景

　第２節　　計画作成の目的

　第３節　　計画作成体制

　第４節　　実施期間及び計画期間

　第５節　　計画の位置づけ

第２章　文化財の概要
　第１節　　指定の状況

　第２節　　保護団体の状況

　第３節　　歴史

　第４節　　周辺環境

　第５節　　既往の調査研究

第３章　文化財の価値と特徴
　第１節　　文化財の価値

　第２節　　文化財の特徴

　第３節　　文化財の保存活用のための全体像

第4章　 現状と課題
　第１節　　保存に関する現状と課題

　第２節　　活用に関する現状と課題

　第３節　　調査研究に関する現状と課題

　第４節　　過去の取組

　第５節　　課題の整理
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7.　本計画の編集は、「長良川の鵜飼漁の技術」保存活用協議会の事務局（岐阜市ぎふ魅力づくり推進部文化財保護

課及び関市協働推進部文化課文化財保護センター）が行い、関連業務の一部を日本印刷株式会社岐阜営業所に

委託した。

例　言

本計画において、用語の表記を以下のとおりとする。

･ 重要無形民俗文化財「長良川の鵜飼漁の技術」保存活用計画…「本計画」

･ 重要無形民俗文化財「長良川の鵜飼漁の技術」…「文化財」（ただし、「文化財保護法」等の固有名詞に含まれる場

合は除く）

･ 「長良川の鵜飼漁の技術」保存活用協議会…「協議会」（ただし、それ以外の協議会の名称に含まれる場合は除く）

･ 岐阜長良川鵜飼保存会及び小瀬鵜飼保存会…「両保存会」

･ 岐阜県岐阜市…「岐阜市」

･ 岐阜県関市…「関市」

･ 岐阜県岐阜市及び岐阜県関市…「両市」

･ 岐阜市長良川鵜飼習俗総合調査委員会及び岐阜市長良川鵜飼習俗総合調査専門委員会及び

　小瀬鵜飼習俗総合調査委員会及び小瀬鵜飼習俗総合調査委員会専門部会…「調査委員会」
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第1章   計画作成の目的

第
1
章 

計
画
作
成
の
目
的

第1節　計画作成の背景

　国の重要無形民俗文化財に指定されている「長
な が  ら  が わ

良川の鵜
う か い り ょ う

飼漁の技
ぎ じ ゅ つ

術」は、鵜
う し ょ う

匠と称さ
れる漁師が飼い慣らした鵜

う

を巧みに操り、鮎
あ ゆ

などの川魚を捕える漁
ぎ ょ

撈
ろ う

の技術である。鵜
う ぶ ね

舟と
呼ばれる舟に鵜匠と船

せ ん ど う

頭が乗り込み、川を下りながら漁を行う。
　鵜飼漁が行われている長良川は、良好な水質を維持した日本屈指の清流である。豊富な
水資源、肥

ひ

沃
よ く

な土壌、多様な生態系等、様々な恩恵をもたらす長良川は、流域に暮らす人々
の生活の基盤となる。その中流域に位置する岐阜市長

な が ら

良と関市小
お ぜ

瀬の 2 か所に、鵜飼漁の
漁
りょう

場
ば

がある。
　社会の変容に伴い、鵜飼漁を取り巻く状況は劇的に変化した。鵜匠は、鵜飼漁における
鮎の漁獲量が減少したことにより、漁師としての仕事だけでは生計を立てていくことができなく
なっている。漁主体から観光主体へと比重が変化する中で、鵜飼漁が継承されている。
　鵜飼漁は、船頭をはじめ、道具を製作する職人、鵜捕獲者等、様々な人々によって支えら
れている。しかし、これらの人材も減少しており、十分な後継者を確保できていないのが現状
である。特に、長良川流域で船頭を生業とする人材が減少し、深刻な船頭不足に悩まされ
ている。
　また、両市や両保存会による普及啓発や情報発信の取組を通じて、少しずつ鵜飼漁の価
値や魅力が周知されてはいるものの、市民の関心度はいまだに低いと言わざるを得ない。また、
自然環境の変化に伴う異常気象や、新型コロナウイルス感染症拡大等、新たな課題も増えて
きている。
　今後、文化財を継承していくには、様々な状況の変化に対応していかなければならない。
従来の取組をさらに発展させるとともに、5 年後、10 年後、その先の未来を見据えた取組を
計画的に実行していく必要がある。

岐阜市長良の鵜飼漁の漁場 関市小瀬の鵜飼漁の漁場
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第 2節　計画作成の目的

　本計画は、重要無形民俗文化財「長良川の鵜飼漁の技術」を保存活用していくための
方針や具体的な措置を示すものである。本計画を着実に実行することで、文化財を未来へと
継承していくとともに、地域のさらなる発展・活性化に繋げていくことを目的とする。
　また、本計画を、両保存会及び両市が中心となって文化財の保存活用に取り組んでいくた
めの基本的な計画として位置付けるとともに、本計画を積極的に公開し、計画の内容を市民
や関係者等と共有することで、様々な連携や支援への展開が期待できる。
　本計画の前半（第１章～第 4 章）で、計画の方向性を検討するための前提となる文化財
の価値と特徴、現状や課題等を整理し、それを踏まえて後半（第 5 章～第 8 章）で保存活
用の基本方針や具体的な措置等を示す。
　本計画では、以下のとおり章ごとにねらいを設定し、計画作成の作業を進めた。

章 ねらい

第１章 計画作成の目的 計画の目的及び各章のねらいを明確化する。

第２章 文化財の概要 文化財に関わる歴史や周辺環境、既往の調査研究を整理する。

第３章 文化財の価値と特徴 価値と特徴を踏まえ、保存活用の具体的な対象を特定する。

第４章 現状と課題 保存・活用・調査研究の視点から現状と課題を整理する。

第５章 基本方針 保存活用の基本方針を定め、将来の展望を描く。

第６章 具体的な措置 今後実施すべき具体的な措置を全て列挙する。

第７章 計画期間に実施する事業 計画期間（5年間）における事業の実施計画を示す。

第 ８ 章 運営・体制 保存活用を推進していくための運営・体制を示す。

章ごとのねらい一覧

岐阜市長良と関市小瀬の位置図
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　本計画の内容は、「文化財保護法に基づく文化財保存活用大綱・文化財保存活用地域
計画・保存活用計画の策定等に関する指針」（平成 31 年 3 月 4 日文化庁策定）を踏まえ、
協議会の事務局が素案を作成し、協議会の総会にて審議・決定した。随時、文化庁及び
岐阜県の指導助言を受けながら内容の検討を進めてきた。
　両市は、様々な分野の学識経験者で構成する調査委員会の指導を受けながら、鵜飼漁
の調査研究を実施してきた。本計画の内容についても調査委員会の指導助言を受けた。

「長良川の鵜飼漁の技術」保存活用協議会（令和 3 年 3 月時点）

委員氏名 役職 所属団体等

杉山　雅彦 会長 岐阜長良川鵜飼保存会会長

足立　太一 副会長 小瀬鵜飼保存会会長

井上　恵美子 事務局長 岐阜市ぎふ魅力づくり推進部文化財保護課長

遠藤　真理子 副事務局長 関市協働推進部文化課長

佐藤　哲史 監事 岐阜市ぎふ魅力づくり推進部次長兼ぎふ魅力づくり推進政策課長

今井田　和也 委員 関市産業経済部観光課長

大塚　清史 委員 岐阜市ぎふ魅力づくり推進部歴史文化財活用審議監兼歴史博物館長

第3節　計画作成体制

　本計画の作成主体は次の４者とする。
　　【保護団体】　岐阜長良川鵜飼保存会　　小瀬鵜飼保存会
　　【行　　政】　岐阜市　　　　　　　　　関市
　本計画作成の実務を行うために、令和 2 年 1 月22日、「長良川の鵜飼漁の技術」保存活用
協議会を設立した。協議会は、両保存会の会長、両市の文化財部局及び観光部局の代表者、
学識経験者の計 7 名で構成し、岐阜市ぎふ魅力づくり推進部文化財保護課及び関市協働推進
部文化課文化財保護センターが事務局を務める。

「長良川の鵜飼漁の技術」保存活用協議会
（令和 2 年 12 月24日）

長良・小瀬鵜飼習俗総合調査合同委員会
（令和 2 年 11 月5日）
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※上記委員は両市の委員会委員を兼ねる（足立太一氏は関市の委員会のみ、杉山雅彦氏は岐阜市の委員会のみ）

岐阜市長良川鵜飼習俗総合調査委員会・関市小瀬鵜飼習俗総合調査委員会（令和 3 年 3 月時点）
（調査の方向性、調査対象、調査成果の解釈等を審議・決定する組織）

岐阜市長良川鵜飼習俗総合調査専門委員会・関市小瀬鵜飼習俗総合調査委員会専門部会（令和 3 年 3 月時点）
（調査委員会の審議・決定を受けて実際に調査を行う組織）

※上記委員は両市の委員会委員を兼ねる（瀬戸敦子氏は岐阜市の委員会のみ）

委員氏名（五十音順） 所属団体等 専門等

足立　太一 小瀬鵜飼保存会会長 鵜匠

伊東　久之 岐阜大学名誉教授 歴史・民俗

石野　律子 神奈川大学日本常民文化研究所客員研究員 民具

大塚　清史 岐阜市ぎふ魅力づくり推進部歴史文化財活用審議監兼歴史博物館長 民俗

筧　真理子 （公財）犬山城白帝文庫主任学芸員 歴史（文書）

白水　正 （公財）犬山城白帝文庫歴史文化館長 歴史・民俗

杉山　博文 岐阜女子大学理事長 民俗

杉山　雅彦 岐阜長良川鵜飼保存会会長 鵜匠

日比野　光敏 愛知淑徳大学教職・司書・学芸員教育センター教授委員 民俗

委員氏名（五十音順） 所属団体等 専門等

今石　みぎわ 東京文化財研究所無形文化遺産部主任研究員 民俗

上杉　和央 京都府立大学文学部准教授 歴史地理

卯田　宗平 国立民族学博物館准教授 生態人類

亀田　佳代子 滋賀県立琵琶湖博物館上席総括学芸員 生態

瀬戸　敦子 岐阜女子大学文化創造学部助教 観光学

三戸　信惠 山種美術館特別研究員 美術史

望月　良親 高知大学教育学部講師 歴史（文書）

計画作成の組織体制

【
岐
阜
市
域
】

【
関
市
域
】

「長良川の鵜飼漁の技術」
保存活用協議会

岐阜県 文化庁

岐阜市 関市

小瀬鵜飼保存会岐阜長良川鵜飼保存会

岐阜市長良川鵜飼習俗
総合調査（専門）委員会

指導助言

指
導
助
言

補助金交付・計画認定

構成員
負担金支出

構成員
負担金支出

構成員構成員

申請

関市小瀬鵜飼習俗総合
調査委員会（専門部会）
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第5節　計画の位置づけ

　本計画は、両保存会及び両市が中心となって文化財の保存活用に取り組んでいくための
基本的な計画であるとともに、両市が策定した様々な計画等の理念を具現化するための、個
別の文化財計画の一つとしても位置づける。
　岐阜市の都市づくりの総合的な方針を示す「ぎふし未来地図」では、主に「政策 5　生
涯を通じた生きがいづくりの推進」の施策として「生涯学習の推進」、「政策 12　観光・交
流の活性化」の施策として「歴史・文化など地域資源を活用した観光振興」等があり、本
計画の実行を通じてこれらの理念を具現化していく。
　関市のまちづくりの指針となる「関市第 5 次総合計画」においても、主に「政策 3 「まち」
を共に創る（地域づくり・協働）」の「施策 16　生涯学習」や「施策 18　文化・芸術・歴史」、「政
策４　「まち」に活力を生む（産業・経済・雇用）」の「施策 22　観光」等があり、本計
画の実行を通じてこれらの理念を具現化していく。
　また、本計画は次の計画と整合・連携したものにする。

令和 3 年度
（2021）

令和 12 年度
（2030）

令和 7 年度
（2025）

令和 17 年度
（2035）

計画期間

実施期間

運用開始 見直し 見直し 見直し

短期
中期

長期

【期間の定義】
　  計画期間・・・・本計画において実際に取組の対象とする期間（5 年間）
　  実施期間・・・・保存活用の取組を実施する期間（計画期間以降も含む）

第4節　実施期間及び計画期間

　文化財を未来へと継承していくためには、長期的な展望が必要である。そこで、保存活用
の取組の実施期間を最長 15 年間とし、令和 3 年度から令和 7 年度までの 5 年間を短期、
令和 3 年度から令和 12 年度までの 10 年間を中期、令和 3 年度から令和 17 年度までの 15
年間を長期として設定する。
　短期に該当する令和 3 年度から令和 7 年度までの 5 年間を、本計画の計画期間とする。
その後 5 年ごとに、実施した取組の成果を踏まえて本計画を見直すこととする。

実施期間と計画期間の関係
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・「岐阜市文化財保存活用地域計画」（令和２年７月認定）
・本計画以外の個別の文化財計画
・両市の関連する分野別計画（都市、まちづくり、観光、文化、歴史、自然、防災等）
・国や岐阜県が策定した長良川に関連する計画

　さらに、本計画の取組を推進することで、2015 年の国連サミットで採択された国際目標であ
る「持続可能な開発目標（SDGs）」のうち、主に 8 つの目標達成に繋げていく。

本計画の位置づけ

【岐阜市域】

【国】 【岐阜県】

【関市域】

重要無形民俗文化財
「長良川の鵜飼漁の技術」

保存活用計画

市
の
方
針

文
化
財
計
画

分
野
別
計
画

・ぎふし未来地図

・岐阜市文化財保存活用地域計画
・史跡岐阜城跡保存管理計画・整備基本計画
・長良川中流域における
  岐阜の文化的景観保存計画・整備計画

・岐阜市歴史的風致維持向上計画
・岐阜市観光ビジョン
・金華山・長良川まるごと博物館構想
・ぎふ長良川鵜飼かわまちづくり計画
・岐阜市まち・ひと・しごと創生総合戦略
・岐阜市都市計画マスタープラン
・岐阜市教育振興基本計画
・岐阜市文化芸術指針
・岐阜市環境基本計画
・岐阜市生物多様性プラン
・岐阜市景観計画
・岐阜市生涯学習基本計画
・岐阜市地域防災計画　　等　　　

・関市まち・ひと・しごと創生総合戦略
・関市都市計画マスタープラン
・関市教育振興計画
・関市文化振興計画
・関市環境基本計画
・関市景観計画
・関市地域防災計画　　等

・弥勒寺史跡公園整備基本計画

・木曽川水系河川整備計画 ・清流の国ぎふ憲章
・清流長良川の鮎第 2 期世界農業遺産保全計画

・関市第 5 次総合計画

本計画が達成を目指す SDGs の 8 つの目標
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第1節　指定の状況

　本章では、重要無形民俗文化財「長良川の鵜飼漁の技術」の概要を示す。まずは文化財の
指定の状況、保護団体の状況を改めて確認する。次に、鵜飼漁の歴史、両市の自然・地理や
社会動向を押さえるとともに、既往の調査研究の成果を整理する。

＜指定に至る経緯＞

　昭和 53 年 11 月28日に「小瀬の鵜飼技法」が関市重要無形民俗文化財に、昭和 56 年 3
月20日に「長良川鵜飼漁法」が岐阜市重要無形民俗文化財に指定され、2 つの鵜飼漁は当
初個別の文化財として保護されてきた。
　平成16年度、岐阜市において翌年度予算要求に係るコンペ事業（職員提案を事業化する制度）
に「魅力アップ ！ 長良川鵜飼文化の再発見事業」が提案され、採択されたことを契機に、国庫
補助事業を活用し、岐阜市長良と関市小瀬両方の鵜飼漁を対象とする習俗調査を開始した。平
成 18 年度に報告書を刊行、平成 20 年度に記録映像を制作した。
　平成 20 年 2 月5日、岐阜市長良と関市小瀬の鵜飼漁が「長良川の鵜飼漁」として岐阜県重
要無形民俗文化財に指定された。平成 21 年度以降も、両市は連携して鵜飼漁の調査研究を継
続し、鵜飼漁に関連する文化財指定等にも努めてきた（本章第 5 節参照）。
　そして、平成 27 年 3 月2日、「長良川の鵜飼漁の技術」が国の重要無形民俗文化財に指
定された。漁撈の技術としては日本初の指定である。同日、東京都千代田区の如水会館にて
指定証書交付式が執り行われ、両保存会の会員である鵜匠が出席した。

指定証書交付式（平成 27 年 3 月2日）
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＜指定に係る基本的な事項＞
名称 
ふりがな
種別 1
種別 2
指定証書番号
指定年月日
指定基準１
指定基準２
所在都道府県
保護団体名

※国指定文化財等データベースより抜粋

名称 所在地 保護団体

長良川の鵜飼漁の技術 岐阜県岐阜市、関市 岐阜長良川鵜飼保存会、小瀬鵜飼保存会

＜官報告示＞

官報（第 6482 号）　平成 27 年 3 月2日発行
　○文部科学省告示第三十一号
　　文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）第七十八条第一項の規定により、次の　

表に掲げる無形の民俗文化財を重要無形民俗文化財に指定したので、同条第三項の規定に
基づき告示する。

平成二十七年三月二日　　　　　　　　　　　　　文部科学大臣　下村 博文

： 長良川の鵜飼漁の技術 
：ながらがわのうかいりょうのぎじゅつ
：民俗技術
： 生産・生業
： 477
：2015.3.2（平成 27.3.2）
：（二）技術の変遷の過程を示すもの
：（三）地域的特色を示すもの
： 岐阜県
： 岐阜長良川鵜飼保存会、小瀬鵜飼保存会

第2節　保護団体の状況

＜岐阜長良川鵜飼保存会＞

［現在までの経緯］

平成 19 年 5 月18日　
平成 20 年 2 月   5日　
平成 25 年 12 月4日

平成 27 年 3 月  2日　

設立
岐阜県重要無形民俗文化財「長良川の鵜飼漁」の保護団体となる
国重要有形民俗文化財「長良川鵜飼用具」の所有者となる

（旧所有者の長良川鵜匠組合から保存会に変更）
国重要無形民俗文化財「長良川の鵜飼漁の技術」の保護団体となる

関市小瀬の鵜飼漁

岐阜市長良の鵜飼漁
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＜小瀬鵜飼保存会＞

［現在までの経緯］

平成 19 年 4 月1日　設立
平成 20 年 2 月5日　岐阜県重要無形民俗文化財「長良川の鵜飼漁」の保護団体となる
平成 27 年 3 月2日　国重要無形民俗文化財「長良川の鵜飼漁の技術」の保護団体となる

［会の概要］

　保存会は、毎年 5 月11日から10 月15日まで鵜飼漁を実施しており、関市からの補助金を受け
ている。会員は関市小瀬の鵜匠 3 名で、鵜匠の交代とともに会員も交代する。

氏名 役　員 備考

足立　太一 会　長 小瀬鵜飼鵜匠代表（屋号 ： カネモ）

岩佐　昌秋 会　員 小瀬鵜飼鵜匠（屋号 ： マルジュウ）

足立　陽一郎 会　員 小瀬鵜飼鵜匠（屋号 ： ジュウノジ）

氏名 役　員 備考

杉山　雅彦 会　長 長良川鵜飼鵜匠代表（屋号 ： マルワ）

山下　哲司 副会長 長良川鵜飼鵜匠代表代行筆頭（屋号 ： マルヤマ）

杉山　喜規 監　事 長良川鵜飼鵜匠代表代行（屋号 ： ヤマジョウ）

杉山　秀二 会　計 長良川鵜飼鵜匠代表補佐（屋号 ： マルヨ）

山下　純司 会　員 長良川鵜飼鵜匠（屋号 ： マルイチ）

杉山　英孝 会　員 長良川鵜飼鵜匠（屋号 ： ワチガイ）

［会の概要］

　保存会は、毎年 5 月11日から10 月15日まで鵜飼漁を実施しており、岐阜市からの負担金を
受けている。毎月、第 2 水曜日に長良川うかいミュージアムにて定例の総会（鵜匠会議）を行っ
ている。会員は岐阜市長良の鵜匠 6 名で、鵜匠の交代とともに会員も交代する。

 すぎ やま      まさ  ひこ

 すぎ やま     しゅう じ

 やま した      てつ  じ

 やま した       じゅん じ

 すぎ やま      ひで たか

 あ  だち       た  いち

 あ  だち       よう いち ろう

 いわ  さ       まさ あき

 すぎ やま      よし  のり
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第 3 節　歴史

＜古代＞

　日本の鵜飼漁の起源は、稲作とともに中国から伝承したとする説、日本と中国で別個に発
生したとする説があり、定かではない。保

ほ と だ

渡田古墳群（群馬県高崎市）の八幡塚古墳から
は、魚をくわえて首元にひも状の輪を結ぶ鳥形埴輪が確認されている。7 世紀初めに中国で
成立した『隋

ず い し ょ

書』「東
と う い で ん

夷伝　倭
わこくのじょう

国条」には、「水多く、陸少なし、小環を以て鸕鷀の頂に
掛け、水に入れて魚を捕へしむ、日に百余頭を得て、以て食に充つ」とあり、当時の日本に
おける鵜飼漁の様子が描写されている。また、8 世紀に成立した『古事記』や『日本書紀』
に記された鵜飼漁に関する説話、天永 3 年（1112）に建築された鶴

か く り ん じ

林寺（兵庫県加古川市）
の太子堂壁画『九

く ほ ん ら い ご う ず

品来迎図』に描かれた日本最古の鵜飼漁の絵画等、かつての鵜飼漁の
様子を知ることのできる資料が日本各地に伝えられている。
　美濃国では、大宝 2 年（702）、正倉院宝物である「御

み の こ く

野国」の「各
かがむのこおりなかさと

牟郡中里」と伝えら
れる戸籍に、「鵜

う か い べ の め ず ら め

養部目都良売」という人物の記述が確認でき、鵜飼漁を生業としていた集団
の出身者であることが推定される。また、承平年間（931 ～ 938）に成立した『倭

わみょうるいじゅしょう

名類聚抄』
には、美濃国方

か た が た

県郡の記述に「鵜
う か い

養」という名の郷が確認できる。さらに、延喜 5 年（927）
に成立した『延

え ん  ぎ  し き

喜式』には、美濃国をはじめ各国から鮎
あ ゆ ず し

鮨、塩漬け、火干しの鮎等が献上
されたと記されており、鵜飼漁が関係していた可能性がある。

＜中世＞

　永享 4 年（1432）、室町幕府の第 6 代将軍である足
あ し か が よ し の り

利義教が富士山を遊覧した際、随行
した堯

ぎょうこうほういん

孝法印が墨
す の ま た が わ

俣川で鵜飼漁を見物したことが『覧
ふ じ を み る の き

富士記』に記されている。堯孝法印は
かつて北山殿にて行幸があった際、庭園の池に舟を浮かべて鵜飼漁を鑑賞したことを思い出
している。
　文明 5 年（1473）、前関白太政大臣である一

いちじょうかねよし

条兼良が美濃を訪れた際、江
え  ぐ ち

口（現・
岐阜市）にて鵜飼漁を見物したことが『ふち河の記』に記されている。6 艘の鵜舟が篝

か が り び

火
を灯して川を上るのを舟に乗って見物するとともに、鵜の捕った鮎をその場にて篝火で焼い
て食す「篝

かがりやき

焼」を堪能したという。
　永禄 11 年（1568）、織田信長は武田信玄の使者である秋

あ き や ま ほ う き の か み

山伯耆守に鵜飼漁を見せて接
待したことが、『甲

こうようぐんかん

陽軍鑑』に記されている。この時、信長は自ら鮎を選び、後日信玄に届け
させたという。
　長良村の豪商が江戸時代に記した『中

なかしまりょういきぶん

島両以記文』によると、美濃国の守護である土岐
氏の時代から鵜飼漁に対して役鮎の徴収を行い、斎藤道三・織田信長の時代に役鮎を増加
したといい、鵜飼漁の権利を保証するものであったと考えられる。
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　一方、小瀬の鵜飼漁の起源は、16 世紀頃にさかのぼると推定される。始祖と言われる朝
あ さ

日
ひ

右
う

馬
ま

介
の

義
す

利
け

が、小瀬村の足
あ

立
だ ち

与
よ

三
ざ

右
え

衛
も

門
ん

家の寄人となり、その分家扱いとして足立姓を名乗
り、鵜飼漁を始めたと伝わる。また、各務郡岩田村の鵜匠が小瀬村に移住し、鵜飼漁を始め
たとも伝わる。

＜近世＞

　元和元年（1615）、大坂夏の陣からの帰途、岐阜に逗留した徳川家康・秀忠父子が鵜飼
漁を見物したと伝えられている。同年、河

かわ

﨑
さ

喜
き

右
え

衛
も

門
ん

が鮎鮨を調製・出荷する役を命じられ、
江戸幕府への鮎鮨献上が始まる。鮎鮨には鵜

う あ ゆ

鮎（鵜飼漁で捕れた鮎、鵜の食み痕あり）を
用いることと定められており、岐阜町の御

お すし どころ

鮨所でつくられた後、御
お すし かい どう

鮨街道を通って江戸城へ約 5
日間かけて届けられた。
　同時に、鵜匠には川の自由な航行や、冬に鵜の餌を求めて餌

え  が い

飼をすることが認められており、
他の川漁師に対しては、川に鮎を捕る仕掛けを設けたり鵜舟の先で漁をしたりすることを禁止す
る等、様々な特権が鵜匠に与えられた。江戸時代初期から享保 14 年（1729）までは、途中
増減を経ながらも、長良 14 人・小瀬 7 人の鵜匠がいた。
　岐阜町が元和 5 年（1619）に尾張藩領となって以降、歴代尾張藩主による鵜飼漁の上覧
が慣例化する。『長良川上覧鵜飼図』（岐阜市歴史博物館所蔵）は、第 12 代尾張藩主の
徳
とく がわ なり たか

川斉荘が天保 14 年（1843）に鵜飼漁を上覧した際の様子を描いたもので、藩主の乗った
御
ご  ざ  ぶ ね

座舟を長良と小瀬の鵜舟 21 艘で囲む「からみ」を行う光景が描かれている。
　貞享 5 年（1688）、松尾芭蕉は岐阜を訪れ、弟子とともに鵜飼漁を見物した。その時に詠
んだ句が、「おもしろうて　やがて悲しき　鵜舟
かな」である。「おもしろうて」は、篝火に照ら
されて鵜が魚を捕る様子や鵜匠の手

た  な わ

縄さばきの
面白さを、一方で「悲しき」は、鵜舟が通った
後の静寂や歓楽が過ぎた後の悲哀、殺生の罪
業等を表現したと解釈することもできる。
　江戸時代中期以降、不漁のため鵜飼漁は
不振に陥り、御救金の支給や役鮎の半減が行
われる。文久 2 年（1862）には江戸幕府へ
の鮎鮨献上が廃止され、江戸幕府による保護
が終焉する。慶応 4 年（1868）7 月、長良の
鵜匠は有

ありすがわのみや

栖川宮の後ろ盾を得て、鮎
あゆ かす づけ

粕漬等の
献上を行う。

『長良川上覧鵜飼図』（岐阜市歴史博物館所蔵）



15

第2章   文化財の概要

第
2
章 

文
化
財
の
概
要

＜近代＞

　明治元年（1868）に小瀬の鵜匠が廃止され、明治 4 年（1871）の廃藩置県により尾張藩
が消滅し、長良の鵜匠も廃止される。鵜匠は、鵜

うかいみょうがきん

飼冥加金を納める代わりに鵜飼漁を続けるこ
とを岐阜県に認められるが、明治 6 年（1873）に他の漁師も税金を納めるようになり、従来の
特権が相対的に低下することとなる。
　明治 11 年（1878）、明治天皇が北陸東海を巡幸した際、岩

いわ くら とも み

倉具視をはじめとする随員が
鵜飼漁を観覧するとともに、天皇に鮎が献上された。明治 23 年（1890）、国は長良村古

ふ る つ

津（岐
阜市）、洲原村立

たちばな

花（美濃市）、嵩田村上田（郡上市）の 3 か所を御
ご りょう ば

猟場と定め、通年の
禁漁区とし、明治 32 年（1899）には古津と立花でその範囲を延長した。同時に鵜匠は宮内
省主猟局に所属し、安定した地位を得ることができた。
　この頃から、鵜飼漁を観覧に供する体制が構築され始める。長良では、明治 18 ～ 19 年

（1885 ～ 86）頃に鵜飼屋組合が組織され、遊覧船の経営を始めたと伝えられている。明治
21 年（1888）には長良遊船組合が結成されたほか、増加する遊覧客に対応するため、旅館
や料理店も遊覧船を所有するようになる。明治 31 年（1898）に長良橋南詰に長良川遊船株
式会社が設立された。大正 11 年（1922）にはイギリスのエドワード皇太子が鵜飼漁を観覧し
ている。以降、鵜飼観覧船事業は、大正 13 年（1924）に岐阜市保勝会に譲渡された後、
昭和 2 年（1927）に岐阜市直営となる。昭和 11 年（1936）と昭和 36 年（1961）の 2 度
にわたり、チャールズ・チャップリンが鵜飼漁を観覧しており、昭和 48 年（1973）には年間で
30 万人を超える観光客が鵜飼漁を観覧している。
　小瀬では、大正元年（1912）頃から小瀬付近の 5 軒ほどの農家が「石

いしぶね

舟」（川原石を
川下に運ぶ舟）に客を乗せて見せたのが鵜飼観覧船の始まりという。大正元年（1912）、小
瀬鵜飼遊船社が設立されるが、洪水により遊船が流出して有名無実となったという。昭和 5 年

（1930）、関町有志と鵜匠により小瀬遊船土地株式会社（小瀬鵜飼遊舟会社や関遊舟会社
とも記されている）が設立された。昭和 12 年（1937）には、鮎ノ瀬河畔にホテル建設の計画
も進められていた。そして、昭和 35 年（1960）、関遊船株式会社が設立され、現在に至るま
で関市小瀬の鵜飼観覧船事業を経営している。

昭和時代の鵜飼漁の写真
（岐阜市長良、岐阜市広報広聴課所蔵）

昭和時代の鵜飼漁の写真
（関市小瀬、岐阜市歴史博物館所蔵）
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第4節　周辺環境

＜自然・地理＞

［岐阜市］

　岐阜県南部に位置する中核市で、岐阜県の県庁所在地である。市域は東西 18.8km、南北
21.3km、面積 203.6㎢を測る。名古屋から約 30㎞、東京から約 250㎞、大阪から約 140㎞の距
離に位置しており、北側は山県市、東側は関市・各務原市、西側は本巣市・瑞穂市・北方町、
南側は羽島市・岐南町・笠松町に接している。
　長良川は、市域の北東から南西にかけて流れている。流路延長は 25㎞で、市域の水系はほ
ぼ全てが長良川の支流である。長良川を境に、北側には美濃山地、南側には濃尾平野が広がっ
ている。長良川・木曽川等が砂礫を運搬し、沈降して低地をつくったのが濃尾平野であり、典型
的な平野の微地形が発達している。
　長良川の平野部への出口には、金華山北麓を頂点として西に開いた海抜 10 ～ 20 ｍの緩やか
な扇状地が広がっている。扇状地では、流水が伏流水となり扇端や旧河道において湧水として見
られる場合が多い。扇状地上の市街地等では、水道が普及する近年まで、伏流水を利用するた
めに井戸が多く用いられた。
　一方、古くから水害の被災地域としても知られており、昭和 34 年（1959）の伊勢湾台風に代
表されるように、6 月から10 月にかけて襲来する台風は、甚大な洪水災害を引き起こしてきた。近
年は、平成 30 年（2018）の西日本豪雨のように、集中豪雨による水害も増えてきている。
　植生は、山地や丘陵はヤブツバキクラス域、低地部はヨシクラス域に分類される。山地は概ね
樹林であり、クリ、コナラ林やアカマツ林、スギ・ヒノキ植林等の人為による二次的な里山環境が
大半を占める。現状、植物 1,538 種の生育が把握されている。
　生息する動物は、哺乳類 35 種、鳥類 231 種、爬虫類 17 種、両生類 16 種、魚類 61 種、
昆虫類 3,358 種、貝類 102 種、甲殻類（十脚類）8 種、計 2,828 種が報告されている。

［関市］

　岐阜県中南部に位置する市で、東西延長は約 34km、南北約 43km、面積は 472.33㎢、全
国でも珍しい V 字型の市域を形成している。北側は美濃市・郡上市・下呂市・福井県大野市、
東側は七宗町・川辺町・美濃加茂市・富加町、南側は坂祝町・各務原市・岐阜市、西側は山
県市・本巣市に接している。
　市域中部から北部にかけて山地が広がり、南部は段丘で扇状地が広い範囲を占めており、標
高差は約 1,400m ある。そのため、全般に北部が高く、南に向かって次第に高度が低下する地勢
となっている。
　長良川は市域の中央を流れ、支流である津保川が武儀・上之保地域、板取川が板取地域、
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武儀川が武芸川地域を流れている。洪水災害の多い地域で、近年では平成 16 年の台風 23 号
や平成 30 年の 7 月豪雨による洪水災害が起きている。長良川中流域にあたる小瀬は支流河川が
集まる場所で、かつては河川交通、物流の拠点となっていた。また、台風や集中豪雨による長良川、
津保川の氾濫が起き、洪水災害が起きている。
　市域の総面積の約 81% が森林を占め、北方系と南方暖地系が混じった植生が広がる。山に
はコナラ林、アカマツ林、河川沿いにはスギやヒノキの人工林が分布している。また、河川沿いに
は竹林、ネザサ林、ススキ・チガヤ林等、河道内にはヤナギ低木林等で構成される落葉広葉樹
林等が分布している。
　生息する動物は、哺乳類にはノウサギ、ニホンザル、キツネ、タヌキ、イノシシ等がみられる。ヌー
トリア、アライグマなどの特定外来生物なども確認されている。

＜社会動向＞

［岐阜市］

　人口は、大正後期から第二次世界大戦までの期間に、繊維工業の発展、幹線道路の整備、
土地区画整理等により増加した。戦後、アパレル産業が発展し、周辺町村との合併が進められると、
昭和 50 年（1975）に人口が 40 万人に増加した。平成 27 年（2015）の国勢調査によると人口
は約 40.7 万人である。
　東海北陸自動車道が市域東側に位置し、市北部では東海環状自動車道西回り区間の整備が
進められている。東名・名神高速道路に接続できるため、市外、県外からのアクセス・利便性の
向上が期待されている。市内の道路交通網は市の中心部から放射状に整備され、これらを連携
する環状道路も整備されている。バスは岐阜駅を拠点として岐阜バスが運行し、コミュニティバスも
市内を運行している。鉄道は、東海旅客鉄道東海道線が西から市の中心部で南に折れ、名古
屋市方面に運行している。また、名古屋鉄道は、市の中心部から名古屋市や各務原市方面に運
行しており、中部国際空港とも直接接続する。
　市内の観光地点は、岐阜県の観光統計によると、岐阜公園等の施設型の観光地点 16 地点、
道三まつりやぎふ信長まつり等のイベント型の観光地点 8 地点の計 24 地点が挙げられている。こ
れらの観光地点は、長良川沿いの金華山や、岐阜公園及びその周辺の市街地に集中している。
　主な農産物は、米、大根、枝豆、いちご、柿、花き等である。柿は「富有柿」、大根は「守
口大根」、最近では「岐阜えだまめ」が有名である。大根、枝豆、ほうれん草は、長良川が運
んできた肥沃な砂地が堆積されている長良川右岸地域を中心に栽培されている。工業としては繊
維産業が市内及び周辺市町に集積しており、岐阜駅前には卸売業を行う問屋街が形成され、卸
売業としての機能を果たしてきたが、衣料品分野の国内需要の不振、中国をはじめとするアジア諸
国からの安価な繊維製品流入の影響を受け、事業所数・従業員数・出荷額ともに減少している。
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　特産品として、岐阜提灯・
岐阜和傘・岐阜団扇等が
有名である。「岐阜提灯」
は、経済産業大臣指定伝
統的工芸品に選ばれてい
る。また、「岐阜和傘」「岐
阜団扇」「のぼり鯉・花合
羽（油紙）」「美濃筒引き本染め・手刷り捺染」は、岐阜県郷土工芸品に指定されている。

［関市］

　人口は、昭和 40 年（1965）まで約 6.7 万人でほぼ横ばいで推移していたが、この年を境に平
成 12 年（2000）まで大きく増加した。平成 17 年（2005）に武儀郡 5 町村と合併し、同年の約 9.3
万人をピークに、人口は減少していく。
　東海北陸自動車道と東海環状自動車道の結節点に位置しており、国道 156 号線、国道 248
号線等の幹線道路を軸として、県道、市道が連結している。東海北陸自動車道を利用すると名
古屋から約 50 分、大阪から約 3 時間の距離にあり、中京圏はもとより、近畿圏からも比較的近距
離にある。鉄道は南部に長良川鉄道が通り、北は郡上市と繋がっている。岐阜市内からの路線
バス、市内には関シティバスが運行しているほか、名古屋や新宿をつなぐ高速バスも運行している。
関駅西口駅前広場に「関シティターミナル」があり、長良川鉄道、高速バス、コミュニティバス、
デマンドバスの乗り継ぎ拠点となっている。
　市内には、美しい自然を満喫できるキャンプ場や自然公園、温泉施設など、レジャー施設が多
くあり、多くの行楽客が訪れている。そのほか、観光地としてモネの池と呼ばれる「名もなき池」、
百年公園、あじさいロード、一色カタクリの里、寺尾ヶ原千本桜公園、川浦渓谷など、豊かな自
然をいかした場所が市内各所に点在する。また、毎年 10 月に開催される「刃物まつり」には、多
くの観光客が訪れる。
　鎌倉時代末期から日本刀の生産が始まったと伝わっている。「折れず 曲がらず よく切れる」とし
て、戦国時代には武将の間で愛用されていた。刀鍛冶由来の刃物製造の技術や工法は脈 と々受
け継がれ、「刃物のまち」として世界に誇る産業資
源となっている。現在はナイフ、はさみ、医療器具
などが製造され、その出荷額は日本一である。また、
豊かな自然環境や独特な歴史・文化、恵まれた広
域交通網などの強みを生かした農業、商業、工業、
観光なども盛んであり、特に農業では円空いも、キ
ウイフルーツ、ゆずなどが生産されている。

岐阜提灯・岐阜和傘・岐阜団扇

古式日本刀鍛錬の様子
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第5節　既往の調査研究

＜学術調査＞

　両市では、鵜飼漁を対象に、様々な分野（民俗学、文化人類学、歴史学、歴史地理学、
生態学、美術史、観光学等）にわたる学術調査を実施している。両市は、学識経験者に調
査を依頼し、調査委員会が内容について審議しながら調査研究を進めている。
　これまでの学術調査の方針として、まずは鵜飼漁の文化財としての価値を明らかにするために
鵜飼漁の全般的な習俗調査に着手した。また、岐阜市長良・関市小瀬それぞれの地域で用
具の詳細調査を実施した。
　その後、鵜飼漁を支える関連技術の習俗調査へと対象を拡大した。また、文化的景観の調
査として、鵜匠家の家屋や施設、長良や小瀬の地域等、鵜飼漁に関わる空間を対象とする調
査も実施している。
　現在は、鵜飼漁に関連する幅広い対象を様々な角度から調査する総合調査へと移行した。
また、日本における長良川の鵜飼漁の特徴・位置づけを明確化することを目的に、両市共同で
全国鵜飼習俗基礎調査を継続している。

［両市共同の学術調査］
調査項目 調査期間 調査対象

鵜飼漁の習俗調査 H17～18 岐阜市長良・関市小瀬における鵜飼漁の習俗全般
（鵜飼漁の技術、鵜匠制度、御料鵜飼、餌飼、年中行事、用具等）

全国鵜飼習俗基礎調査 H30～　 日本で鵜飼漁が行われている全ての地域の鵜飼漁の習俗

［岐阜市の学術調査］
調査項目 調査期間 調査対象

関連技術の習俗調査 H21～28
・ 鵜匠家に伝承する鮎鮨製造技術（H21）
・ 鵜飼観覧船造船技術（H21）
・ 鵜飼観覧船操船技術（H22～23）
・ 鵜匠装束製作技術（H25～28）

用具の詳細調査 H27～R1 岐阜市長良の鵜飼漁で使用されていた用具（岐阜市歴史博物館所蔵）
※国の重要有形民俗文化財「長良川鵜飼用具」に指定されているもの以外

文化的景観の調査 H20～ 岐阜市長良の鵜飼漁に関連する景観を構成する要素
（長良川、鵜飼屋地区、道路、家屋、施設、神明神社 等）

総合調査 H28～
・ 中国の鵜飼漁との比較調査（H28～30）
・ 鵜匠家の文献史料調査（H28～29）
・ 鷹狩との比較調査（H28～29）
・ 鵜の生態調査（R1～3）
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＜文化財指定等＞　
　両市は、鵜飼漁に関係する様 な々文化財について、積極的に指定等を行ってきた。現在、鵜
飼漁に関連する文化財は、以下の一覧表のとおりである。学術調査を開始する以前の指定や両
市以外の指定もあるが、大部分は近年の学術調査によって新たに価値を明らかにすることができた
ものである。
　また、「「信長公のおもてなし」が息づく戦国城下町・岐阜」の日本遺産認定や「清流長良川
の鮎～『里川』における人と鮎のつながり～」の世界農業遺産認定等、文化財指定等以外の
評価も受けている。

［関市の学術調査］
調査項目 調査期間 調査対象

関連技術の習俗調査 H21～22 鵜飼用具作製に関わる竹細工技術

用具の詳細調査 H22～27 関市小瀬の鵜飼漁で使用されていた用具（鵜匠家及び関市所蔵）

文化的景観の調査 H29～R1 関市小瀬の鵜飼漁に関連する景観を構成する要素
（長良川、小瀬の集落、家屋、石造物、永昌寺等）

総合調査 H28～ ・ 鵜舟の調査（H28 ～）
・ 小瀬の鵜飼漁と川合玉堂の調査（H29 ～ R1）

種別 指定等 名称

有形文化財 関市重要文化財（平成18年6月6日指定） 鵜匠の家屋

民俗文化財
（有形）

国重要有形民俗文化財（昭和30年4月22日指定） 長良川鵜飼用具

関市重要有形民俗文化財（平成26年3月31日指定） 小瀬の鵜飼用具

民俗文化財
（無形）

日立市無形民俗文化財（平成4年12月1日指定） 鵜捕りの技術

岐阜市重要無形民俗文化財（平成22年3月29日指定） 鵜匠家に伝承する鮎鮨製造技術

岐阜市重要無形民俗文化財（平成22年3月29日指定） 長良川鵜飼観覧船造船技術

関市重要無形民俗文化財（平成22年6月10日指定） 鵜飼用具作製に関わる竹細工技術

岐阜市重要無形民俗文化財（平成24年3月23日指定） 長良川鵜飼観覧船操船技術

岐阜市重要無形民俗文化財（平成29年4月25日指定） 鵜匠装束（藁製品）製作技術

記念物

国史跡（昭和34年3月2日指定） 弥勒寺官衙遺跡群

国史跡（平成23年2月7日指定） 岐阜城跡

国重要文化的景観（平成26年3月18日選定） 長良川中流域における岐阜の文化的景観

その他
日本遺産（平成27年4月24日認定） 「信長公のおもてなし」が息づく戦国城下町・岐阜

世界農業遺産（平成27年12月15日認定） 清流長良川の鮎～『里川』における人と鮎のつながり～

鵜飼漁に関連する文化財等（令和 3 年 3 月時点）
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名称 長良川鵜飼用具 指定 国重要有形民俗文化財（昭和30年4月22日指定）

概要
　岐阜市長良の各鵜匠家で使用していた鵜飼漁に関わる用具。鵜飼期間中の用具、餌飼※の用具、手縄や腰蓑を製作するた
めの用具など六つに分類され、長良川における鵜飼漁の全容を網羅し、現在では使われていない用具も多数含まれている。
※餌飼…休漁期間中、昼間に川や池などで、鵜に自由に魚を獲らせる事。現在は行われていない。

写真

帆を張り、めばり棒を立てた鵜飼舟 せんじ（泊り餌飼の炊事用具）

名称 鵜匠の家屋 指定 関市重要文化財（平成18年6月6日指定）

概要
　足立陽一郎鵜匠の家屋である。母屋は江戸時代後期に建てられたものと考えられる。母屋の他に鵜が生活する鳥屋、土蔵、
中庭がある。中庭には鵜が水浴びをする水場（プール）がある。このように、鵜匠が鵜と同じ空間で生活し訓練するための施設
として、鵜匠の住居空間である母屋とともに鵜匠の独特の建物配置を残すものとして重要である。

写真

鵜匠の家屋 鵜匠の家屋の中庭

名称 小瀬の鵜飼用具 指定 関市重要有形民俗文化財（平成26年3月31日指定）

概要 　関市小瀬の鵜匠家にも多くの鵜飼用具が代々受け継がれている。指定されている鵜飼用具は各鵜匠家で保管されてきたもの
であるため、鵜飼用具の全体像がわかる一括資料として非常に歴史的価値が高いものである。

写真

宮内省御用鵜鮎逓送用箱 帆掛舟の復元
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名称 鵜捕りの技術 指定 日立市無形民俗文化財（平成4年12月1日指定）

概要

　茨城県日立市十王町の伊師浜海岸に設けられた鵜捕り場は、渡りの途中休息するために飛来してきた鵜を捕獲し、全国の鵜
飼漁が行われている地域に供給する日本唯一の場所である。
　鵜捕り場の断崖の岩場に野生の鵜が舞い降りると、鵜捕獲者は鳥屋に素早く移動し、覗き穴から外の様子を窺いながら慎重に
カギ棒を鵜の足に引っかけて捕獲する。

写真

覗き穴から外の様子を窺い、慎重にカギ棒を差し出す鵜捕獲者 捕獲直後の鵜

名称 鵜匠家に伝承する鮎鮨製造技術 指定 岐阜市重要無形民俗文化財（平成22年3月29日指定）

概要
　岐阜市長良の鵜匠家でつくられている鮎鮨は、毎年 11 ～ 12 月に、飯と塩で鮎を約一か月発酵させた食品で、「すし」の中
でも酢を使わずに作る「なれずし」の一種である。
　江戸時代に岐阜町の「御鮨所」で作られていた幕府御用の献上鮎鮨の製造法と類似する点が多く、その伝統を引くものと考えられる。

写真

鮎の腹に飯を詰め、桶に漬け込む 漬けあがり、皿に盛った鮎鮨

名称 長良川鵜飼観覧船造船技術 指定 岐阜市重要無形民俗文化財（平成22年3月29日指定）

概要
　岐阜市では、15 人乗りから30 人乗りの鵜飼観覧船を、専門の舟大工が造る。板材には水に強くて軽いコウヤマキを使用し、
長良川流域の舟大工と共通する伝統的な技術を継承するとともに、大型船であることや屋形を常設することなど、他の川船には
無い船体構造に由来する独自の技術が見られる。

写真

造船中の鵜飼観覧船 「モジ」と呼ばれる道具を使い、釘穴を広げる
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名称 鵜飼用具作製に関わる竹細工技術 指定 関市重要無形民俗文化財（平成22年6月10日指定）

概要
　鵜飼漁で使用する竹籠を作製する竹細工の技術である。籠の種類は鳥屋で鵜を飼う鳥屋籠、鵜を運ぶ鵜籠（フタツザシ、ヨ
ツザシ）、捕った魚を吐かせる吐け籠（大・小）の５種類である。これらの鵜飼漁専用の籠を作製する技術の指定である。現在
は、NPO 法人グリーンウッドワーク協会竹部会が技術を受け継ぎ活動をしている。

写真

鵜籠を編む竹細工師 鵜籠を使用している様子

名称 長良川鵜飼観覧船操船技術 指定 岐阜市重要無形民俗文化財（平成24年3月23日指定）

概要
　岐阜市における木造の鵜飼観覧船は、棹と櫂を組み合わせて使い、船を進める。船頭は、常に変化する風速や風向、水位
や流速、他船や鵜舟の動きなどを予測し、同乗の船頭と協調して無駄のない操船を行う。操船技術には、他の河川における船
頭には見られない地域的な特色が見られる。

写真

三人の船頭で、棹を使用して上流に登る様子 「御料場」付近にて、舳（船首側）と艫（船尾側）の両方の船頭
が櫂を使用して操船する様子

名称 鵜匠装束（藁製品）製作技術 指定 岐阜市重要無形民俗文化財（平成29年4月25日指定）

概要
　鵜匠装束の製作には、腰蓑や足半を製作する技術に代表されるように、鵜飼漁に最適な機能が確保されるよう、熟練を要する
高い技術が用いられており、特に腰蓑のツボを綯う技術には、それが顕著に表れている。また、丁寧にツボを綯うことで、結果的
に鵜飼漁を見せるにふさわしい美しさを兼ね備えた腰蓑へと仕上がる。

写真

腰蓑のカケソを編む様子 腰蓑のツボを綯う様子
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名称 長良川中流域における岐阜の文化的景観 指定 国重要文化的景観（平成26年3月18日選定）

概要
　長良川中流域における岐阜の文化的景観は、長良川と金華山、町と人々が一体となって形成してきた「岐阜市の原風景」で
ある。金華山を背景にして行われる鵜飼漁は、地域の人 に々とって身近な風景である。人と長良川のつながりにより形成された風
景が現代に継承されている。

写真

「長良川中流域における岐阜の文化的景観」全覧図［夜］
（奈良文化財研究所景観研究室作成） 鵜匠と船頭が鵜舟に乗り込み、出船する様子

名称 岐阜城跡 指定 国史跡（平成23年2月7日指定）

概要
　永禄 10 年（1567）、織田信長が入城し、天下統一の拠点とした山城である。岐阜城が築かれた金華山（稲葉山）は、中
世から現在に至るまで、景勝地として認知されてきた山である。特に、鵜飼漁の借景として名高く、近世における数多くの絵画史
料に、金華山、長良川、そして鵜飼漁が行われている様子が一体的に描かれている。

写真

岐阜城跡（北西上空から撮影） 金華山を借景とした鵜飼漁の様子

名称 弥勒寺官衙遺跡群 指定 国史跡（昭和34年３月２日指定）

概要
　弥勒寺官衙遺跡群は奈良時代から平安時代中期ごろまで武儀郡を治めた役所跡の弥勒寺東遺跡とこの地を治めたムゲツ氏
の氏寺である弥勒寺跡、ムゲツ氏の奥津城と考えられる池尻大塚古墳から成っている。長良川の右岸に広がり、鵜飼漁とともに
地域に欠かせない歴史遺産である。

写真

弥勒寺東遺跡（北西上空から撮影） 弥勒寺東遺跡（正倉跡）（南から撮影）
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名称 「信長公のおもてなし」が息づく戦国城下町・岐阜 指定 日本遺産（平成27年4月24日認定）

概要

　岐阜城を拠点に天下統一を目指した織田信長は、岐阜の地に最高のおもてなし空間を創出した。永禄 11 年（1568）には、
武田信玄の使者である秋山伯耆守に鵜飼漁を見せてもてなすとともに、獲れた鮎を自ら確認して信玄に届けさせている。
　鵜飼漁の観覧や船上で行われる船遊びなど、信長によるおもてなしは現在の岐阜市観光の骨格をなしており、岐阜の町に
息づいている。

写真

屋形船から鵜飼漁の観覧を楽しむ多くの人々 船上で行われる船遊び

名称 清流長良川の鮎～『里川』における人と鮎のつながり～ 指定 世界農業遺産（平成27年12月15日認定）

概要
　長良川は、流域の人々の暮らしの中で清流が保たれている。その清流で鮎が育ち、清流と鮎は、地域の経済や鵜飼漁をはじ
めとする伝統漁法などの歴史文化と深く結びついている。長良川における人の生活、水環境、漁業資源が連環する里川のシス
テム（長良川システム）が構築されている。

写真

長良川に生息する鮎 御料鵜飼で捕れた鮎
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書籍名 『長良川鵜飼習俗調査報告書』

刊行年 平成19年3月 作成主体 岐阜市教育委員会 頁数 282頁

章立て
はじめに―長良川鵜飼の視点―
第1章　　鵜飼の技術
第2章　　長良川鵜飼の特色

第3章　　鵜飼とその周辺
第4章　　鵜飼資料
おわりに―世界の中の長良川鵜飼―

備考 国庫補助、県補助、関市負担金を活用して作成

書籍名 『長良川鵜飼習俗調査報告書Ⅱ』

刊行年 平成23年3月 作成主体 岐阜市教育委員会 頁数 129頁

章立て
はじめに―長良川の伝統的漁法と関連して―
第1章　　鮎鮓製造技術
第2章　　鵜飼観覧船造船技術

第3章　　舟大工の道具と鵜飼観覧船のつくり
第4章　　鵜飼史料と解説

< 報告書 >

　学術調査で得られた成果は、随時報告書にまとめて刊行してきた。これまでに合計 7 冊（岐阜
市 4 冊、関市 3 冊）の報告書を作成し、行政機関、博物館施設、県内図書館、市内小中学
校等に配布している。

［岐阜市］

書籍名 『長良川鵜飼習俗調査報告書Ⅲ』

刊行年 平成27年3月 作成主体 岐阜市教育委員会 頁数 143頁

章立て
はじめに　長良川鵜飼の本質―漁と見せる鵜飼―
第1章　　絵画資料にみる鵜飼習俗
第2章　　北洞写真群にみる鵜飼習俗

第3章　　鵜飼観覧船操船技術
第4章　　鵜匠の衣装に見られる
　　　　　「漁の労働着」と「見せる装束」

書籍名 『長良川鵜飼習俗調査報告書Ⅳ』

刊行年 平成30年3月 作成主体 岐阜市教育委員会 頁数 143頁

章立て

寄稿　人と動物の民俗
　　　―重要無形民俗文化財「長良川の鵜飼漁の技術」
　　　　を中心に―
第1章　　鷹狩と鵜飼の比較史

第2章　　鵜匠装束製作技術
第3章　　山下家文書目録（その三）・解題およびに翻刻

書籍名 『長良川の鵜飼―関市小瀬鵜飼習俗調査報告書―』

刊行年 平成24年3月 作成主体 長良川伝統漁法保護事業実行委員会 頁数 103頁

章立て
はじめに―小瀬鵜飼の概要―
第1章　　鵜飼用具作製にかかわる竹細工技術
第2章　　石原氏の竹細工道具

第3章　　石原文雄氏が作製した竹細工製品
第4章　　足立陽一郎家所蔵文書

［関市］
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題名 『長良川鵜飼習俗記録映像』

制作年 平成21年3月 制作主体 岐阜市教育委員会 制作目的 記録保存

概要

鵜飼漁の現時点での姿を映像におさめ、後世に伝えていくための記録映像
　普及版 ： 12分
　記録版 ： 長良川の鵜飼（12分40秒）、鵜をならす（7分54秒）、
　　　　　鵜匠の技（わざ）（6分35秒）、鵜舟を操る技術（7分15秒）、
　　　　　鵜飼の準備と道具の手入れ（17分9秒）、「鵜飼屋」の一年（16分40秒）

題名 『長良川鵜飼観覧船関連技術記録映像』

制作年 平成25年3月 制作主体 長良川鵜飼文化の魅力発信事業実行委員会 制作目的 伝承・後継者育成

概要

観覧船船頭・観覧船舟大工の技術を詳細に撮影し、後継者を育成していくための記録映像
　普及版 ： 23分34秒
　伝承版 ： 鵜飼観覧船のあらまし（2分35秒）、船頭のわざ（34分54秒）、
　　　　　舟大工のわざ（20分56秒）、技術の継承（6分2秒）

書籍名 『長良川の鵜飼―関市小瀬鵜飼習俗調査報告書Ⅱ―』

刊行年 平成28年3月 作成主体 関市教育委員会 頁数 192頁

章立て
はじめに―小瀬鵜飼をめぐる環境―
第1章　　調査の概要

第2章　　関市重要有形民俗文化財「小瀬の鵜飼用具」について
おわりに―関市における小瀬鵜飼普及啓発事業―

書籍名 『長良川の鵜飼―関市小瀬鵜飼習俗調査報告書Ⅲ―』

刊行年 令和2年3月 作成主体 関市 頁数 69頁

章立て
はじめに―調査の目的と経緯―
第1章　　小瀬の文化的景観―小瀬鵜飼の時空間―

第2章　　小瀬鵜飼と川合玉堂について

＜記録映像＞

　岐阜市及び岐阜長良川保存会は、学術調査と連動して、鵜飼漁に関わる記録映像をこれまで
に 4 作品制作した。記録映像は、作品ごとに制作目的及び撮影対象が異なる。これらは、市内
の関係施設に配布して貸出・上映を行っている。また、YouTube の「岐阜市公式チャンネル」
でも公開している。

題名 『鵜飼文化伝承者記録映像―船頭編―』

制作年 令和元年12月 制作主体 岐阜長良川鵜飼保存会 制作目的 広報・普及

概要
船頭の一日の仕事や操船技術、船頭体験教室の様子などを紹介する記録映像
　本編 ： 7分4秒

題名 『鵜飼　人と自然との語らい』

制作年 令和2年3月 制作主体 岐阜市教育委員会 制作目的 広報・普及

概要
「人と自然（鵜・鮎・川）との関わり」という切り口で鵜飼漁をＰＲするための記録映像
　本編 ： 9分55秒　ショートバージョン ： 3分37秒　　※それぞれ日本語版・英語版に対応



年度 岐阜市 関市

昭和30年度 ★「長良川鵜飼用具」国重要有形民俗文化財指定
（S30.4.22）

昭和34年度
★「弥勒寺官衙遺跡群」国史跡指定（S34.3.2） 

　※追加指定（H6.10.11）、追加指定・名称変更
（H19.2.6）、 追加指定（H28.3.1）

昭和53年度 ★「小瀬の鵜飼技法」関市重要無形民俗文化財指定
（S53.11.28）

昭和56年度 ★「長良川鵜飼漁法」岐阜市重要無形民俗文化財指定
（S56.3.20）

平成4年度 ★「鵜捕りの技術」日立市無形民俗文化財指定（H4.12.1）
平成17年度 ●鵜飼漁（岐阜市長良・関市小瀬）の習俗調査（～H18）

平成18年度
★「鵜匠の家屋」関市重要文化財指定（H18.6.6）

■『長良川鵜飼習俗調査報告書』刊行（H19.3）
平成19年度 ★「長良川の鵜飼漁」岐阜県重要無形民俗文化財指定（H20.2.5）

平成20年度
●文化的景観の調査（継続）

■『長良川鵜飼習俗記録映像』制作（H21.3）

平成21年度

●関連技術（鮎鮨製造、観覧船造船）の習俗調査
★「鵜匠家に伝承する鮎鮨製造技術」岐阜市重要無形民

俗文化財指定（H22.3.29）
★「長良川鵜飼観覧船造船技術」岐阜市重要無形民俗文

化財指定（H22.3.29）

●関連技術（竹細工）の習俗調査（～H22）

平成22年度
●関連技術（観覧船操船）の習俗調査（～H23）
★「岐阜城跡」国史跡指定（H23.2.7）
■『長良川鵜飼習俗調査報告書Ⅱ』刊行（H23.3）

●用具の詳細調査（～H27）
★「鵜飼用具作製に関わる竹細工技術」関市重要無形民

俗文化財指定（H22.6.10）

平成23年度 ★「長良川鵜飼観覧船操船技術」岐阜市重要無形民俗文
化財指定（H24.3.23） 

■『長良川の鵜飼－小瀬鵜飼習俗調査報告書－』
（H24.3）

平成24年度 ●長良川鵜飼観覧船関連技術の記録映像撮影（～H24）
■『長良川鵜飼観覧船関連技術記録映像』（H25.3）

平成25年度
●関連技術（装束製作）の習俗調査（～H28）
★「長良川中流域における岐阜の文化的景観」国重要文

化的景観選定（H26.3.18）

★「小瀬の鵜飼用具」関市重要有形民俗文化財指定
（H26.3.31）

平成26年度
★「長良川の鵜飼漁の技術」国重要無形民俗文化財指定（H27.3.2）

■『長良川鵜飼習俗調査報告書Ⅲ』刊行（H27.3）

平成27年度

●用具の詳細調査（～R1）
★「「信長公のおもてなし」が息づく戦国城下町・岐阜」
　日本遺産認定（H27.4.24）

■『長良川の鵜飼－小瀬鵜飼習俗調査報告書Ⅱ－』
（H28.3）

★「清流長良川の鮎～『里川』における人と鮎のつながり～」世界農業遺産認定（H27.12.15）

平成28年度 ●総合調査（中国との比較（～H30）、文献史料（～
H29）、鷹狩との比較（～H29）） ●総合調査（鵜舟）（～R4）

平成29年度
★「鵜匠装束（藁製品）製作技術」岐阜市重要無形民俗

文化財指定（H29.4.25）
■『長良川鵜飼習俗調査報告書Ⅳ』刊行（H30.3）

●文化的景観の調査（～R1）
●総合調査（川合玉堂）（～R1）

平成30年度 ●全国鵜飼習俗基礎調査（継続）

令和元年度

●総合調査（鵜の生態（～R3））
■『鵜飼文化伝承者記録映像―船頭編―』制作

（R1.12）
■『鵜飼　人と自然との語らい』制作（R2.3）

■『長良川の鵜飼－小瀬鵜飼習俗調査報告書Ⅲ－』
（R2.3）

令和2年度 重要無形民俗文化財「長良川の鵜飼漁の技術」保存活用計画作成

＜調査研究に関わる取組一覧＞ 　　　
●学術調査に関わること　　　★文化財指定等に関わること　　　■報告書・記録映像に関わること
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　本章では、保存活用の措置を検討するための前提として、「長良川の鵜飼漁の技術」の価値
と特徴を整理し、措置を図る上での具体的な対象を特定する。
　平成 27 年、「長良川の鵜飼漁の技術」が国の重要無形民俗文化財に指定された際、文化
財の価値が以下のとおり説明されている。

＜文化財の説明＞

　本件は、長良川中流部に位置する岐阜市長良と関市小瀬に伝承されている、飼い慣らした鵜
を巧みに操って、鮎などの川魚を捕える鵜飼漁の技術である。
　鵜匠、艫

とも

乗
の

り、中
なか

乗
の

りの 3 人が鵜船という木造船に乗って川を下りながら漁を行うもので、漁に
は 10 から12 羽の鵜が用いられる。
　漁は男性により行われ、鵜匠は世襲での技術の継承を原則とする。鵜匠は、鵜に首

くび

結
ゆ

いと腹
はら

掛
が

けという縄をかけ、そこから延びた手
た

縄
なわ

を左手で握る。篝火で川面を照らしながら手縄が絡まな
いように右手でさばいて鵜を巧みに操り、鵜が魚を捕えると鵜を船にあげて吐け籠に魚を吐かせる。
　艫乗りは、より多くの魚が捕れるように川の状況をみながら巧みに操船し、中乗りは鵜匠や艫乗り
を適宜補佐する。

＜文化財の特色＞

　鵜飼漁には、漁師自らが川に入って徒歩で行う徒
か ち

歩鵜飼と船に乗って行う船鵜飼があり、船鵜
飼は鵜の扱い方から鵜に縄をつけて操る繋ぎ鵜飼と鵜を放って行う放ち鵜飼に分けられる。我が
国では、徒歩鵜飼と船鵜飼での繋ぎ鵜飼が広くみられ、前者から後者へ展開する中で、多くの鵜
を扱えるようになったとされる。
　本件は、船鵜飼での繋ぎ鵜飼にあたり、他地域の繋ぎ鵜飼と比べて操る鵜の数が多いことから、
最も発達した鵜飼漁として技術の変遷の過程を示している。
　また、 川面を照らすために篝火を用い、鵜匠の継承も厳格に行われるなど、伝統的な技術を伝
えており、地域的特色も顕著である。

第1節　文化財の価値



31

第3章   文化財の価値と特徴

第
3
章 

文
化
財
の
価
値
と
特
徴

　第 2 章第 5 節で示したとおり、両市において平成 17 年度から鵜飼漁の調査研究を実施してきた。
平成 27 年の重要無形民俗文化財指定以降も調査研究を継続し、鵜飼漁の特徴がより明らかにな
りつつある。本章第 1 節に示した文化財としての価値を踏まえ、両市が積み重ねてきた調査研究
の成果に基づき、長良川の鵜飼漁の特徴を7 つに整理し、以下に示す。

① 鵜飼漁の卓越した技術

・1 人の鵜匠が鵜飼漁で同時に扱う鵜の数（10 から 12 羽）が日本で最も多い。かつては中
なか

鵜
う

使
づ か

いが鵜舟に乗り込んで鵜を扱うこともあった。
・大きな魚が首で止まり小さな魚が首を通るように、最適な結び加減で鵜に首

く び

結
ゆ

いを結う。
・鵜匠は、鵜舟の上で複数の動作を同時かつ迅速に行う（手

た

縄
な わ

をさばく、篝を動かす、松
ま つ

割
わ り

木
き

を足す、首元に魚の溜まった鵜を舟
ふ な

縁
べ り

に上げる、舟の進路や速度の加減を船頭に伝える
等）。

・長良川中流域は流れが速く、瀬が多い等の特性があり、川の特性に合わせて効率的に鮎
を捕らえる。

・鵜が魚を捕りやすく、鵜匠が鵜を扱いやすいように、「中
なか

乗
の

り」と「艫
と も

乗
の

り」の 2 人の船頭
が棹

さ お

と櫂
か い

を駆使して鵜舟を操船する。
・隊列を組んで同時に漁を行う各鵜舟が、等しく最大の漁獲を得られるように、交互に舟の位

置を変えながら川を下る。
・9 軒の鵜匠家にはそれぞれ屋号があり、鵜匠家ごとに鵜飼漁の技術を継承する。

② 鵜匠と鵜の関係性

・ 各鵜匠家では、年間を通じて 20 羽前後の鵜を飼育し、鵜匠は鵜を 1 羽ずつ識別する。鵜
匠と鵜の近い関係性が鵜飼漁の根底にある。

・ 鵜匠のもとに届けられた新しい鵜を「シントリ」と呼ぶ。茨城県日立市で捕獲されて間もない
野生の「シントリ」が鵜匠家に届くと、鵜匠は嘴

くちばし

や羽根等を手入れし、他の鵜と離して鵜
う  か ご

籠
に入れ、こまめに触れながら少しずつ環境に慣れさせる。

・ 「シントリ」を川の水に慣れさせるために、鵜匠は頃合いを見計らって「シントリ」を長良川に
連れていき、手縄をつけて川で泳がせて訓練させる。

・ 若い鵜に相手の鵜をあてがい、鵜籠の中の同じ仕切りに入れて飼育することで、2 羽の鵜の
ペアの関係を意図的に作り上げる。この関係を「カタライ」と呼ぶ。

・ 「カタライ」の鵜は、同じ鳥
と

屋
や

籠
か ご

で生活する。鵜同士が喧嘩せず扱いやすくなる、鵜が逃げ
た時に「カタライ」の鵜の元に戻ってくることがある等、様々な利点がある。

第2節　文化財の特徴
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・ 鵜匠は、日常的に鵜に触れながら、餌の量を調節したり体調不良の鵜を休ませたりすることにより、
鵜の健康管理を行い、鵜の性格や体調等を見極めながら、鵜飼漁に連れていく鵜を決める。

③ 機能性を追求した道具

・ 様々な道具には、鵜飼漁に最適な機能を確保するための工夫と改良が加えられてきた。
・ 鵜舟は、水に強くて軽いコウヤマキを素材とし、川の上流から下りながら漁をするのに合わせ

て、舳
へさき

と艫
と も

の形状が相似したいわゆる両
りょうとうせん

頭船の形態を維持する。
・ 鵜籠は、本体に水はけの良いハチクを使用し、中央のふくらみ、ヒゴのささくれを無くす等、

鵜の居心地の良さを重視した形態を維持する。
・ 篝は、鉄製の籠・「ツル」（籠を吊るすための金具）・「ホエ」（籠を吊るすための棒）とヒノ

キで作られた篝棒からなり、松割木（アカマツ）を燃料とし、篝棒を入れる穴にムクゲを入れ
ることで摩擦を少なくして篝を動かしやすくする。

・ 装束は、伝統的な素材（風
か ざ

折
お り

烏
え

帽
ぼ

子
し

（麻）、漁
りょうふく

服・胸
む ね あ て

当（紺木綿）、腰
こ し み の

蓑・足
あ し な か

半（藁））
を使用し、丈夫さや動きやすさ等を確保するとともに、鵜飼漁を見せることも意識した形状を
維持する。

・ 手縄は、手縄本体と首
く び

結
ゆ

い・腹
は ら

掛
が

け「クジラ（ツモソ）」（手縄や首結い・腹掛けが結びつ
けられている部位）からなる。現在は、入手できる素材（化学繊維の手縄本体、プラスチッ
クのクジラ等）に変化し、その形態や機能を維持している。

④ 伝統的な鵜飼漁の継承

・ 文献史料や絵画資料をみると、少なくとも江戸時代終わり頃から、鵜飼漁の漁法、道具の形態、
装束等は基本的に変化していない。

・ 中世以来、魚をおどかす照明具として、松割木を燃料とした篝火を用いており、その結果幻想的
な光景が維持されている。

・ 明治 23 年（1890）より、宮内省主猟局（現・宮
く な い ち ょ う し き ぶ し ょ く

内庁式部職）鵜匠として御
ご

料
りょう

鵜
う

飼
かい

を行い、
皇室に鮎を納める業務を継承している。

・ 鵜飼漁の技術・習俗に係る伝承や記録を継承している（餌
え

飼
がい

、鵜舟の帆
はんそう

走等）。

⑤ 鵜飼漁の観覧手法

・ 観覧の対象としての側面から、それに合わせた鵜匠や船頭の「見せる鵜飼漁」の技術が発達した。
・ 「狩り下り」は、鵜舟と鵜飼観覧船が平行に川を下る観覧手法である。
・ 「付け見せ」は、岸につけた鵜飼観覧船から鵜飼漁を見せる観覧手法である。
・ 「総がらみ」は、6 艘の鵜舟が川幅一杯に広がりながら鵜飼漁を行い、その光景を見せる観覧
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手法である（岐阜市長良でのみ実施）。
・ 皇室による鵜飼御視察等における特殊な操船技術（観覧船の両側を鵜舟が挟む、特別

総がらみ等）がある。

⑥ 古代まで遡る歴史性

・ 大宝 2 年（702）の正倉院宝物「御
み の こ く こ せ き

野国戸籍」に「鵜
う  か い  べ

養部」の名が見られ、長良川（美濃）
の鵜飼漁が 1300 年以上の歴史を持つ由来とされる。

・ 永享 4 年（1432）の堯
ぎょう こう ほう いん

孝法印や文明 5 年（1473）の一
いち

条
じょう

兼
かね

良
よし

等、中世の文化人が鵜飼漁
を観覧した際の様子やその時に詠まれた歌が当時の紀行文に記されている。

・ 永禄 11 年（1568）、織田信長は、武田信玄の使者に鵜飼漁を見せてもてなした。
・ 将軍家への鮎

あゆ ずし

鮨献上や、歴代尾張藩主による鵜飼漁の上覧が慣例化される等、長良川の鵜飼
漁は江戸幕府や尾張藩の保護を受けてきた。

・ 17 世紀後半、全国各地の大名が参
さん きん こう たい

勤交代等の折に、長良川の鵜飼漁を観覧しに岐阜を訪れ
ており、当時から長良川の鵜飼漁の名が広く知られていたことがうかがえる。

⑦ 鵜飼漁としての影響力

・ 長良川の鵜飼漁は、日本の鵜飼漁を代表する存在として各地の鵜飼漁に影響を与えてきた。
・ 木

き

曽
そ

川
がわ

（愛知県犬山市）、宇
う

治
じ

川
がわ

（京都府宇治市）、大
おお

堰
い

川
がわ

（京都府京都市）、錦
にしき

川
がわ

（山口
県岩国市）の鵜飼漁が再興した際、長良川の鵜飼漁から学んだと伝わる。

・ 三
み

隈
くま

川
がわ

（大分県日田市）の鵜飼漁は、長良川の鵜飼漁に倣い、カーバイドランプから篝火に変
更したとされる。

鵜に首結いを結ぶ様子（岐阜市長良） 鵜匠家でともに生活する鵜匠と鵜（関市小瀬）
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第3節　文化財の保存活用のための全体像
文化財の価値と特徴を踏まえ、文化財の保存活用のための全体像を以下に示す。この全

体像には、「文化財（長良川の鵜飼漁の技術）を構成する要素」に加え、「文化財を支え
る要素（自然、人材、施設）」と「文化財から広がる要素（空間、歴史文化、食文化）」
が含まれる。

文化財の保存活用のための
全体像

長良川の鵜飼漁の技術

海 川

広がる

支える

山

Ⅰ. 文化財の基盤となる
自然

Ⅱ. 文化財の保存に
必要な人材

Ⅳ . 文化財が形成する
空間

Ⅴ. 文化財が生み出す
歴史文化

Ⅵ . 文化財が育む
食文化

Ⅲ . 文化財の保存に
必要な施設

文化財の保存活用のための全体像の模式図
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Ⅰ. 文化財の基盤となる自然

・大
だ い に ち が た け

日ヶ岳に源流を発し、伊勢湾へと注ぐ清流長良川には、本流にダムが無く、上流域にお
ける森林の機能等もあり、良好な水質が維持されている。

・長良川では、大雨により自然に川底が洗われる等の作用により、鮎の餌となる上質な苔が育
つ環境が維持されている。

・長良川には、鮎が多く潜む瀬が数多く点在している。
・鮎は、川と海とを行き来する両

りょう そく かい ゆう ぎょ

側回遊魚で、海で成長した若鮎は春になると海から川に遡
上する。鵜飼漁の漁期は、鮎が遡上してから産卵のために下流に下る頃までの時期に合わ
せて設定されている。

・岐阜県内の森林で生息する樹木（アカマツ、コウヤマキ、ヒノキ等）や竹（ハチク、マダ
ケ等）から、道具に用いる天然素材を入手する。

Ⅱ. 文化財の保存に必要な人材

・舟大工、竹細工師、鍛冶職人等の道具を製作する職人、鵜を供給する鵜捕獲者、鵜飼
漁の観覧を提供する観覧船船頭・観覧船舟大工等、多くの人々によって支えられている。

・職人は、熟練の知識や経験をもとに、鵜匠の要望に応えながら鵜飼漁の道具を作ることでさ
らに技術を磨き上げてきた。

・職人は、良質で地域の風土に合った素材を選択し、適切な部位に無駄なく使用する知恵と
技術を持つ。

・職人は、それぞれ独自の道具を使用する。特に、舟大工は「モジ」（錐の一種）と呼ばれ
る他地域には見られない特殊な道具を用いた造船技術を保持している。

・鵜捕獲者は、鵜飼漁に最適な若くて体の大きな鵜をねらう。鵜が飛来するのをひたすら待ち
続ける忍耐力と、鵜に気配を察知されないようにカギ棒を差し出す集中力によって、鵜の捕
獲を成功させる。

・観覧船船頭は安全運航と乗客への最適な鵜飼漁の観覧を提供する操船技術を保持し、観
覧船舟大工は長良川流域共通の川船の造船技術を土台に屋形を常設する技術を保持する。

Ⅲ . 文化財の保存に必要な施設

・鵜匠や鵜が生活する鵜匠家の家屋は、いずれも川に近い場所に立地しており、家と家との
間の細い道を抜けるとすぐに川に出られる。

・全ての鵜匠家には、鳥
と

屋
や

、水
み ず

場
ば

（プール）、松
ま つ

小
ご

屋
や

等の施設がある。
・鵜が寝泊まりするための鳥屋には、水はけが良いように床が工夫されている（水抜きの穴を

あける、水路を掘る、中央を高くする等）。
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・ かつては母屋の入口付近に土間があり、鵜に異変があればすぐに察知し駆け付けることができ
た。現在は、母屋から鵜の鳴き声が聞こえるくらい近い場所に鳥屋がある。

・ 茨城県日立市にある鵜捕り場には、鵜を捕獲するための鳥
と

屋
や

が設けられており、内部には飛
来した鵜の様子を窺う覗き穴と、捕獲した鵜を引き入れる隙間があけられている。

・ 鵜捕り場の鳥屋は、光るものを嫌がる鵜が警戒しないように、表面に金属製のものは使用せ
ず、屋根や壁は菰

こ も

と竹で作られている。

Ⅳ . 文化財が形成する空間

・ 長良川や金華山、池尻山、松尾山、天王山等の自然と一体になった空間で鵜飼漁が行わ
れている。

・長良や小瀬では、鵜匠や船頭が鵜飼漁という生業を行うことで、特色ある景観が形成される。
・ 鵜飼漁、長良川、鵜匠家及び施設、祭礼の場（神明神社、鵜塚、水神様、永昌寺等）、

鵜匠家と川を繋ぐ道路等により景観が形成されている。
・ 田園が広がる農村景観の性格を持つ小瀬と、住宅や旅館が立ち並ぶ都市景観の性格を持

つ長良とで、地域的な特徴も異なる。
・ 漆黒の闇の中で篝火に照らされながら繰り広げられる鵜飼漁の光景は、観覧の対象として親
しまれるとともに、文学・美術等の様々な作品の創作意欲を駆り立てる。

・ 昼の時間帯（鵜の世話をする風景、鵜飼漁の準備風景等）と夜の時間帯（鵜飼漁の風景、
篝火の灯り等）、季節（翌シーズンの準備風景、苫

と ま

をかぶせた鵜舟等）の違いで異なる光
景が見られる。

Ⅴ . 文化財が生み出す歴史文化

・ 鵜匠家や博物館等には、近世・近代の文献史料（鵜匠惣代に関する記録、手紙等）や
絵画資料（屏風、掛軸、巻子、工芸品等）が所蔵されており、歴史性を裏付ける。

・ 鵜匠家や博物館等には、資料的価値のある道具（帆
ほ  か け ぶ ね

掛舟、餌
え

飼
が い

舟
ぶ ね

、せんじ、近世・近代
の道具等）が保管されており、過去の鵜飼漁の習俗をうかがい知ることができる。

・ 文学では松尾芭蕉、川端康成、山口誓子、高浜虚子、北原白秋等、美術では高橋由一、
川合玉堂、前田青邨、奥村土牛、加藤栄三・東一等、多くの著名な文化人が長良川の
鵜飼漁を作品の題材にしている。

・ 美しい景色の中、風流な屋形船（鵜飼観覧船）の中で行われる長良川の船遊び（芸舞妓・
幇
ほ う か ん

間、囃子、舞、食事・酒、お遊び等）が、鵜飼漁と融合して親しまれている。
・ 鵜飼開きの安全祈願祭、鮎供養、鵜供養、鵜

う せ じ き え

施食会等、鵜飼漁との関わりが深い年中行
事が関係者一同で行われている。
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Ⅵ . 文化財が育む食文化

・ 鮎漁が盛んに行われている長良川流域には、豊かな鮎の食文化が育まれている。一般には、
鮎
あ ゆ

雑
ぞ う

炊
す い

、塩焼き、魚
ぎ ょ

田
でん

、赤煮等、様々な鮎料理を味わうことができる。
・ 背越し（生鮎ぶつ切り）、鱠、姿ずし、照り焼き、佃煮、天婦羅、フライ、竹焼き、空揚げ、

煮浸し、空煮、昆布巻き、鮎素麺、吸物、味噌汁、粕漬等、工夫次第で様々な鮎料理
が調理できる。

・ 鵜
う

鮎
あ ゆ

は鵜がくわえると鮎が一瞬で死ぬため、脂が逃げず鮮度を保ち、鮎料理において重宝
される。

・ 鵜匠家では、鵜鮎の腹に飯を詰め、水と塩で発酵させる鮎
あ ゆ

鮨
ず し

が現在も作られている。鵜匠
家の鮎鮨は、江戸時代に岐阜町の御

お す し ど こ ろ

鮨所で作られていた江戸幕府への献上鮎鮨と類似の
製法が伝えられている。

・ 鵜匠家には、「うるか」（鮎の内臓の塩漬け）を作ったり、川開き（7 月 16 日）の際にうど
んを食べたり、鵜飼じまい（10 月 15 日）にぼた餅を作ってふるまったりする等の食の習慣が
ある。

鵜舟を造船する舟大工 鵜匠家に伝わる鮎料理（鮎鮨、鮎雑炊、赤煮等）

自然と一体になった空間の中で行われる鵜飼漁（関市小瀬）
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文化財から広がる要素

文化財を支える要素

Ⅴ．文化財が生み出す歴史文化
● 歴史資料　　● 年中行事　 ● 祭礼の場
● 文学・美術　● 遊宴文化

Ⅵ．文化財が育む食文化
● 鵜匠家の食  ● 鮎料理

Ⅳ．文化財が形成する空間
● 昼の景観　　● 夜の景観　 ● 季節ごとの景観

Ⅲ．文化財の保存に必要な施設
● 鵜匠家　　　● 鵜捕り場

Ⅰ．文化財の基盤となる自然
● 長良川　　　● 地形　　　 ● 鮎

Ⅱ．文化財の保存に必要な人材
● 舟大工　　　● 竹細工師　 ● 鍛冶職人
● 鵜捕獲者　　● 観覧船船頭・観覧船舟大工　　

文化財の運営に必要な要素（権利・維持管理）

文化財の継承に必要な要素（支援者・事業）

● 河川管理者 ● 漁業組合 ● 素材等供給者　 ● 運営資金

● 市民　　　　● 地域住民 ● 観覧者　　　● 学識経験者
● 行政　　　　● 御料鵜飼 ● 観光事業　　● ふるさと教育

活
用
・
調
査
研
究
に
関
す
る
措
置
の
対
象

保存活用の措置を図るための具体的な対象

全体像に即して、実際に保存活用の措置を図るための具体的な対象を特定し、以下のと
おり示す。このうち、「文化財を構成する要素」及び「文化財を支える要素」を保存に関す
る措置の対象とする。これら 2 種類の要素に加え、「文化財から広がる要素」を活用・調査
研究に関する措置の対象とする。また、「文化財を構成する要素」、「文化財を支える要素」、

「文化財から広がる要素」には含まれないが、文化財の運営や継承に必要な要素が存在す
るため、これらも活用・調査研究に関する措置の対象とする。

保
存
に
関
す
る
措
置
の
対
象

● 鵜匠　　　　● 鵜　　　　 ● 船頭　　　　● 道具
文化財を構成する要素
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要素 対象 概要

文
化
財
を
構
成
す
る
要
素

鵜匠

・鵜飼漁に従事する漁師。
・保護団体は、岐阜長良川鵜飼保存会と小瀬鵜飼保存会。
・毎年、5 月11日から10 月15日の間に鵜飼漁を行い、その様子を公開している。
・9 名は宮内庁式部職鵜匠に任じられており、御料鵜飼で鮎を納めている。
・鵜飼開きには、初鮎を皇室や明治神宮等に献上する（岐阜市長良）。
・鵜匠は鵜匠家の親族により代々受け継がれている。

鵜

・鵜飼漁で用いられる鵜は、カツオドリ目ウ科ウ属のウミウ。
・野生の鵜が茨城県日立市の鵜捕り場で捕獲され、鵜匠のもとに届けられる。
・シントリ（新しい鵜）は鵜匠による訓練を受け、少しずつ環境に慣れていく。
・鵜は、各鵜匠家にて通年で飼育されており、鵜匠により毎日体調管理が行われている。

船頭

・鵜舟の操船の担い手。1 艘に中乗り、艫乗りの 2 名が乗り込むのが基本。
・中乗りは鵜匠の背の横に乗り、操船や鵜匠の補助を行う。
・艫乗りは操船の責任者で、船尾側に乗り込む。通常、中乗りを経験した者が担う。
・鵜匠の見習いとして息子がまず中乗り、次に艫乗りの順で船頭を経験することがある。
・最初に中鵜使いとして鵜飼漁の基礎を学ぶこともある。
・シーズンオフに薪割りや手縄・腰蓑・足半作りなどの仕事を船頭に頼む鵜匠もいる。

道具

・鵜飼漁で使用する様 な々道具。
  　船関係 ： 鵜舟、碇、アカカイ等　　　鵜関係 ： 鵜籠、鳥屋籠、吐け籠等
  　光熱関係 ： 篝、松割木、松敷等　　鵜匠関係 ： 装束、手縄等
  　船頭関係 ： 棹、櫂等　　 その他 ： 大八車、諸蓋、輸送籠、ハシガケ、船外機等

・製作を依頼して調達する道具と素材から鵜匠や船頭が自分で製作する道具がある。

文
化
財
を
支
え
る
要
素

Ⅰ.

文
化
財
の
基
盤
と
な
る
自
然

長良川

・鵜飼漁の漁場となる河川。全長 166km、流域面積 1,985㎢。
・岐阜県郡上市の大日ヶ岳に源流を発し、伊勢湾へと流れ込む。
・水質は環境省の基準で A 類型。日本三大清流の一つに数えられ、名水 100 選にも選出。
・17 種の漁獲対象種が生息しており、豊かな生物多様性を示している。
・岐阜市長良の通常の漁場は約 1.5㎞、御料場は約 2㎞。
・関市小瀬の漁場は約 0.5㎞。現在は、御料鵜飼も同じ範囲で行う。
・出漁地点となるまわし場は、川の状況によって場所が変化する。

地形

・岐阜市長良における鵜飼漁の漁場に関わる周辺の地形。
 　市域の北東から南西に流れる長良川を境に、北側に美濃山地、南側に濃尾平野が広がる。
 　金華山北麓を頂点として西に緩やかな扇状地が広がる。
 　小瀬と比較すると川幅が広い。

・関市小瀬における鵜飼漁の漁場に関わる周辺の地形。
 　市域の中央を長良川が流れる。
 　北から流れてきた長良川が松尾山及び天王山にあたり、流れが大きく西へ変える。
 　長良と比較すると川幅が狭い。

鮎

・鵜飼漁の主たる漁獲。鵜鮎（鵜飼漁で捕れた鮎）には鵜の食み痕が見られる。
・鮎は寿命が 1 年で、海と川を行き来する回遊魚であるため、環境の変化を受けやすい。
・長良川では古くから鵜飼漁の他に瀬張網漁や夜網漁等の多彩な鮎漁が発展してきている。
・「清流長良川の鮎」が FAO の世界農業遺産に認定されている。
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要素 対象 概要

文
化
財
を
支
え
る
要
素

Ⅱ.

文
化
財
の
保
存
に
必
要
な
人
材

舟大工

・鵜舟をつくる職人。伝統的な木造和船の造船技術を保有する。
・素材にコウヤマキを用いて、舟釘で板材を継いでいく。
・鵜舟だけでなく松敷やアカカイ等もつくる。
・特殊な造船道具（モジ、クギシメ等）を使用して造船する。
・個人経営であるため、造船作業は基本的に全て一人で行う。

竹細工師

・鵜飼漁で使用する竹製の籠（鵜籠、鳥屋籠、吐け籠）を製作する職人。
・現在は、NPO 法人グリーンウッドワーク協会の竹部会に属する竹細工師が籠を供給している。
・籠の素材は主にハチクで、定期的に竹林の手入れを行う。
・美濃市で作業場を借用し、鵜匠からの注文を受けて必要数の籠を製作している。

鍛冶職人
・松割木を燃やす鉄製の篝の籠やそれを吊るすツル・ホエを製造する職人。
・鵜舟を造船するのに必要な舟釘（大・小ボウズクギ、カサクギ、ヒラクギ）も製造する。
・個人経営であるため、製造作業は基本的に全て一人で行う。

鵜捕獲者
・鵜捕り場に飛来した野生の鵜を捕獲して鵜匠家に供給する従事者。日立市が雇用。
・鵜の渡りに合わせて、毎年 4 ～ 6 月と10 ～ 12 月の 2 回に分けて鵜の捕獲に従事する。
・カギ棒を鵜の足に引っかけて捕獲。待機中は輸送籠やハシガケを製作する。

観覧船
船頭・
観覧船
舟大工

・鵜飼観覧船を操船する船頭及び造船する舟大工。
・岐阜市は観覧船造船所を運営。舟大工は船頭を兼務している。
・造船所で 15 人乗りから30 人乗りまでの木造和船の観覧船を毎年 1 艘造船する。
・関市では船頭を関遊船株式会社が雇用。観覧船の造船は外注している。
・観覧船の素材は鵜舟と同じコウヤマキで、屋形を常設している。

Ⅲ.

文
化
財
の
保
存
に
必
要
な
施
設

鵜匠家

・鵜匠や家族が居住する家屋。
・鵜や道具に関わる施設。
　 鳥屋（鵜が生活するための小屋）、水場（鵜が水浴びをするためのプール）
　 松小屋（松割木を保管する場所）、倉庫（道具や材料を保管し製作・修理する場所）

・各施設は全ての鵜匠家が保持し、維持管理が行われている。

鵜捕り場
・茨城県日立市十王町の伊師浜海岸に設けられた鵜を捕獲するための場所。
・断崖に丸太と菰で作られた鳥屋が設けられ、覗き穴から飛来した鵜の様子を窺う。
・鵜捕り場の公開のためのトンネルや、捕獲した鵜を一定期間飼育する小屋等がある。

文
化
財
か
ら
広
が
る
要
素

Ⅳ.

文
化
財
が
形
成
す
る
空
間

昼の景観
・昼の時間帯に見られる鵜飼漁と関わる景観。
　 早朝に川を観察する鵜匠の姿、鵜を飼育する鵜匠の様子、鵜飼漁の準備をする風景、
　 まわし場へ向かう鵜舟、乗船前に鵜匠の説明を聞く観覧者（小瀬は地元の小学生）等

夜の景観
・夜の時間帯に見られる鵜飼漁と関わる景観。
　 まわし場でたき火を囲んで待機する鵜匠・船頭の様子、出漁の準備風景、
　 鵜飼漁の風景、篝火の灯り、あがり（後片付け）を行う様子、鵜を鳥屋籠に戻す鵜匠の姿等

季節
ごとの
景観

・季節の移り変わりとともに変化する景観。
　 シーズン中：鵜飼開き・鵜飼じまい、日々 の鵜飼漁、御料鵜飼等
 　 シーズンオフ：鵜の検診、苫をかぶせた鵜舟、シントリの訓練、道具の製作、鮎鮨の製造等

Ⅴ.

文
化
財
が
生
み
出
す
歴
史
文
化

歴史資料

・鵜飼漁に関する近世・近代の文献史料。
・鵜飼漁が描かれる近世・近代の絵画資料。
・鵜飼漁に関する資料的価値のある道具。
・鵜飼漁を撮影した古写真や映像。
・歴史資料は、鵜匠家や岐阜市歴史博物館等において保管されている。
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要素 対象 概要

文
化
財
か
ら
広
が
る
要
素

Ⅴ.

文
化
財
が
生
み
出
す
歴
史
文
化

年中行事

・岐阜市内における鵜飼漁に関わる年中行事。
  　鵜飼開きの安全祈願祭 ： 観覧船乗り場で実施。神事、安全祈願の棹授与、玉串奉奠等。
  　鵜飼観覧船進水式・命名式 ： 新造船を神酒で清めるとともに、船名をお披露目する。
  　長良川まつり ： 神明神社における川祭り。紅白の提灯船が出船。
  　鮎供養 ： 長良川まつりに合わせて実施。神事、玉串奉奠を経て鮎を長良川に放流。
  　八幡まつり ： 休漁日に実施。雌雄の鮎と神酒等を供える。
  　鵜供養 ： 鵜塚にて実施。法要の後、長良川での読経と鵜供養を題材に詠んだ短冊を流す。

・関市内における鵜飼漁に関わる年中行事。
  　鵜飼開きの安全祈願祭 ： 水神様の祠での神事の後、観覧船乗り場で実施。
  　鵜施食会 ： 永昌寺で実施。同寺には鵜を供養するための位牌がある。

祭礼の場

・岐阜市内における鵜飼漁に関わる祭礼等が行われている場所。
  　鵜飼観覧船乗り場（5 月11日／鵜飼開きの安全祈願祭、鵜飼観覧船進水式・命名式）、
  　神明神社（7 月16日／長良川まつり、鮎供養）、
  　八幡神社（9 月・10 月頃（休漁日）／八幡まつり）、鵜塚（10 月頃／鵜供養）

・関市内における鵜飼漁に関わる祭礼が行われている場所。
  　水神様の祠（5 月11日／鵜飼開きの安全祈願祭）、永昌寺（8 月7日／鵜施食会）

文学・
美術

・鵜飼漁の描写が取り入れられた小説。
・鵜飼漁がテーマの俳句・短歌。
・鵜飼漁が画題の日本画。
・岐阜市の加藤栄三・東一記念美術館で作品の保管・展示が行われている。

遊宴文化
・長良川の船遊び。
・おもてなし空間と演出（ロケーション、木造和船、船頭の粋な操船等）。
・鵜飼漁の見せ方（狩り下り、付け見せ、総がらみ等）。

Ⅵ.

文
化
財
が
育
む
食
文
化

鵜匠家
の食

・鵜匠家で作る料理や食の習慣。
・江戸幕府への献上鮎鮨の伝統を引く鵜匠家の鮎鮨。
・鮎の内臓を塩漬けして作られたうるか。
・川開き（7 月16日）に食べるうどん。
・鵜飼じまい（10 月15日）に作ってふるまうぼた餅。

鮎料理

・鮎を材料にした料理。
  　鮎雑炊、塩焼き、魚田、赤煮、背越し（生鮎ぶつ切り）、鱠、姿ずし、照り焼き、佃煮、
  　天婦羅、フライ、竹焼き、空揚げ、煮浸し、空煮、昆布巻き、鮎素麺、吸物、味噌汁、
  　粕漬等

文
化
財
の
運
営
に
必
要
な
要
素

河川
管理者

・長良川は河川法に基づく一級河川であるため、河川管理者は国土交通大臣。
・国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所が長良川の河川管理を担当。
・長良川の河川改修、維持管理、環境整備等を行っている。

漁業組合

・長良川の一部を所管する2 つの漁業協同組合。
  　岐阜市 ： 長良川漁業協同組合　　関市 ： 長良川中央漁業協同組合

・水産動植物の保護と適切な漁場の維持等を担う。
・ 9 名の鵜匠は、それぞれの漁業協同組合の組合員として漁業権を行使している。

素材等
供給者

・様 な々道具の素材等を供給する事業者。
  　コウヤマキ（鵜舟）、アカマツ（松割木）、藁（腰蓑、足半）、紺木綿（漁服、胸当）、
  　麻（風折烏帽子）、化学繊維（手縄）、船外機等

運営資金

・鵜飼漁の運営に必要な資金。船頭の人件費、鵜・道具・施設に関する経費等。
・岐阜市長良と関市小瀬の鵜匠は就業形態が異なるため、資金確保の方法も異なる。
  　岐阜市長良 ： 専業で鵜飼漁に従事。鵜飼漁を観覧に供することへの報償費を岐阜市が支出。
  　関市小瀬 ： 兼業で旅館や料理屋等を営む。保存会に対する補助金を関市が支出。
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要素 対象 概要

文
化
財
の
継
承
に
必
要
な
要
素 

市民

・岐阜市民の人口約 40 万 7 千人、関市民の人口約 8 万 7 千人（令和 2 年度時点）。
・岐阜市民に対するアンケートで、岐阜市に誇りや愛着を感じている市民は全体の 51.6％。
・関市民に対するアンケートで、関市に誇りや愛着を感じている市民は全体の 64.3％。
・長良川や鵜飼漁に関わる市民団体が活動している。
  　長良川鵜飼文化応援団 ： 鵜飼漁に関する普及啓発や情報発信の活動を行う。
  　長良川環境レンジャー協会 ： 長良川の清掃活動を行う。

地域住民
・長良川流域の住民。長良及び小瀬周辺の集落の住民。
・一部の年中行事に鵜匠とともに参加。
・鵜匠が地域住民として参加する年中行事もある。

観覧者
・鵜飼漁を観覧する市民または市外の観光客。
・鵜飼観覧船に乗って飲食を伴いながらの観覧方法や川岸からの観覧方法がある。

学識
経験者

・研究機関に所属する様 な々分野の専門家。
・両市が調査研究を依頼して実施。調査委員会で調査成果について意見交換する。

行政

・国、県、市の様 な々行政機関が鵜飼漁に関わっている。
  　国 ： 文化庁（文化財）、国土交通省・農林水産省・環境省（河川環境・自然環境）、
 　　　宮内庁（御料鵜飼）、外務省（外交団鵜飼接待）
  　県 ： 岐阜県（鮎の採捕許可、文化財）
  　市 ： 岐阜市（文化財、観光、鵜飼観覧船事業）、関市（文化財、観光）、
　　　  日立市（鵜捕獲）

御料鵜飼
・宮内庁式部職鵜匠の職務として年に 8 回行われる鵜飼漁。
・御料場と呼ばれる禁漁区で鮎を捕り皇室に納めている。
・観覧者のいない平御料と、駐日外国大使・公使夫妻等を招待する外交団鵜飼接待がある（岐阜市長良）。

観光事業
・岐阜市及び関遊船株式会社が主体となる鵜飼観覧船事業。
・鵜飼観覧船事業と連動した旅館・ホテル業（宿泊パック）や旅行業（ツアー）。
・長良川うかいミュージアムや関市円空館等、ガイダンス施設における事業。

ふるさと
教育

・学校への出前講座や子ども向け冊子の配布等による普及啓発。
・岐阜市におけるふるさと大好き鵜飼事業（鵜飼観覧船を利用する小学生への補助）。
・関市における小学校の宿泊研修を通じた鵜飼漁の観覧や、鵜匠による出船前の学校対応。

　以上、「文化財を構成する要素」4 項目、「文化財を支える要素」10 項目、「文化財から
広がる要素」10 項目、「文化財の運営に必要な要素」4 項目、「文化財の継承に必要な要素」
8 項目について、具体的な対象を特定し、それぞれの概要を示した。これらが相互に結びつき、
関係し合うことで、保存活用のための全体像が形成される。
　次頁に、これらの要素間の関係を表す図を示す。「文化財を構成する要素」、とりわけ「鵜
匠」を中心とし、全ての対象について結びつきの強いもの同士を近くに配置し、線で繋いで
具体的な関係を示した。
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第1節　保存に関する現状と課題
　本章では、第 3 章で特定した保存活用の措置を図るための具体的な対象について、保存・活用・
調査研究の視点から現状と課題を整理する。
　第 3 章で示したとおり、保存の措置を図る対象は「文化財を構成する要素」及び「文化財を
支える要素」であるが、これらには性格の異なる対象が複雑に関わるため、対象ごとに保存の措
置を検討していく必要がある。
　そこで、「文化財を構成する要素」である「鵜匠」「鵜」「船頭」「道具」、「文化財を支える
要素」である「自然」「人材」「施設」に分けて、保存に関わる現状と課題を示す。

現状

・鵜飼漁は鵜匠家ごとに家業として行われており、鵜匠家に鵜飼漁の継承を委ねている側面が大
きい。

・鵜飼漁に従事する中で、息子は幼少より親の仕事を見ながら技術を身に付けていく。
・漁主体から観光主体へと鵜飼漁の比重が変化している。
・両市の鵜匠は就業形態が異なる。岐阜市長良の鵜匠は専業で鵜飼漁に従事し、関市小瀬の鵜匠

は兼業で旅館や料理屋等を営んでいる。

課題

・鵜匠の後継者を確保するのに鵜匠家以外の者が関与することはできない。
・多岐にわたる課題を各鵜匠家が個別に解決するには限界があり、組織的な取組が必要。
・以前は、少しでも多くの鮎を捕ろうと鵜匠同士で切磋琢磨する中で技術を磨くことができてい

たが、漁よりも観光の比重が大きい状況下で鵜飼漁の技術を磨くことが困難となっている。
・異常気象や新型コロナウイルス感染症等の影響により鵜飼漁を実施できる日が少なくなること

で、鵜匠が技術を磨くことのできる機会が減少している。

＜鵜＞

＜鵜匠＞

現状

・鵜は、毎日の鵜匠との触れ合いの中で体調管理が行われている。羽の水はけの良し悪しも体調
の見極めとなっている。

・毎年シーズンが始まる前と終わった後の 2 回、全ての鵜を対象に獣医師による健康診断が行わ
れている。

・かつては鵜の供給場所は複数あったが、現在は茨城県日立市十王町の伊師浜海岸にある鵜捕り場が
日本唯一の鵜の供給場所である。

・以前は長良川で餌飼をしていたが、現在は冷凍保存されている餌を解凍して鵜に与えている。

課題

・過去に病気によって鵜が大量死するという事案が発生している。日常的な病気に加え、鳥イン
フルエンザのような感染症にも備える必要がある。

・近年鵜の飛来数が減少し、鵜捕り場にて十分な数のシントリが捕獲できない状況にある。
・シントリが鵜匠家に届けられた後、すぐに体調不良を起こし、死んでしまうという事案も発生

しているが、原因は究明されていない。
・鵜の体調異変が起きた際の対応が確立されておらず、死因もはっきり分からないことがあるため、

鵜の健康を維持していくための調査が必要である。
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＜船頭＞

現状

・鵜匠の家族が従事するほか、鵜匠家が直接船頭を雇用している。雇用形態は、年間雇用または
鵜飼漁のシーズンに限った期間雇用のいずれかである。

・以前は家族や知人が船頭を務めることが多かったが、現在は鵜飼観覧船の船頭が移籍して鵜舟
の船頭を務めるという例が増えてきた。

・シーズン中も、ほかの仕事をしている船頭もいる。

課題

・長良川流域において川舟の操船技術を有する人材が減少したことで、鵜舟も鵜飼観覧船も深刻
な船頭不足に悩まされている。

・経験豊富な船頭も高齢化が進み、新人船頭に技術が継承される前に引退するという事態に陥っ
ている。

・若手の新人船頭を確保できたとしても、川に対する知識や高度な操船技術を身に着けるには長
い年月を要する。

・シーズンオフにおける船頭の仕事を十分に見出せていない。その結果、船頭の雇用形態が不安
定なものとなり、船頭が定着しにくい。

・人材不足のため、船頭に代わりがきかず、シーズン中船頭の休日がない。そのため、病気やケガ
などで船頭が休んだ時の対応が難しい。

＜道具＞

現状

・道具は、鵜匠がそれぞれ付き合いのある相手方との個人的な取引によって調達している。
・多くの道具には天然素材が用いられているが、良質な天然素材の入手が困難になり、人工素材

で代用せざるを得なくなった道具もある。
・川の上流に上るための船外機や、松を割るための松割機等、機械を導入して作業の一部を省力

化している。

課題

・最も長く使い続けている鵜匠の鵜舟は 15 年経過しており、老朽化が著しく、このまま使用し
続けていくのは困難となっているが、舟大工の不足により、新たな鵜舟を調達できる見通しが
立っていない。

・天然素材の入手が困難となり、安定的に確保できていない。
・様々な道具について、天然素材を必ず用いるべき道具と人工素材への転換を許容する道具との

基準を明確にしておく必要がある。
・機械の導入により省力化すべきでない作業と省力化を許容する作業との基準を明確にしておく

必要がある。

＜自然＞

現状

・良好な水質の維持、豊かな生物多様性の保護、河川敷の清掃、上流域の森林整備等、長良川の
河川環境を保全する取組が流域の市民、企業、NPO、行政等によって行われている。

・近年、集中豪雨や台風等の異常気象が多発している。
・かつて長良川には多くの鮎が生息していたが、近年は減少傾向にある。主な要因は、生息環境

の変化、冷水病の蔓延、カワウによる食害等が考えられる。
・岐阜県魚苗センターによる稚鮎の放流や長良川流域の漁業協同組合による鮎の人工ふ化等、鮎

を増殖する様々な取組が行われている。
・鮎の遡上時期が遅くなっているため、鵜飼漁における鮎の捕獲のピーク時期も遅くなっている。

課題

・河川環境の大きな変化に伴い、長良川の河床に土砂が堆積し、鵜舟や鵜飼観覧船の航路にも影
響を及ぼす。

・異常気象が原因で、長期間鵜飼漁が実施できない事態に何度か陥っている。
・河川管理者を中心に、長良川流域の行政、市民、NPO 等との連携強化が必要である。
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＜施設＞

現状

・鵜匠家では、鵜を飼育するための鳥屋や水場等の施設を維持管理している。
・鵜匠家では、松小屋や倉庫等に現在使用中の道具、過去に使用していた道具、今後使用する予

定の道具のストック等、膨大な数量の道具が保管されている。
・鵜を捕獲する鵜捕り場は、過去に地震の影響で大規模な崩落が発生したため、ウミウ捕獲技術

保存協議会が組織され、鵜捕り場の復旧が行われた。その後、同協議会が中心となり、鵜捕り
場の環境整備等が行われている。

課題

・年間を通じて鵜を飼育するため、施設の維持管理に必要な経費が負担となっている。
・施設及び施設に保管されている道具を火災や地震の被害から守るための防災対策が必要である。
・資料的価値の高い道具は、一部岐阜市歴史博物館において保管されているが、各鵜匠家で個別

に保管されている道具については、数量や種類の把握と適切な保管環境の確保が必要である。

　全ての要素を対象に、「公開」「普及啓発」「情報発信」の視点でそれぞれの現状と課題を示す。
＜公開＞

現状

・鵜飼漁の公開手段として、鵜飼観覧船が運航している。期間は、鵜飼漁の実施時期と同じく毎年
5 月11日から10 月15日の間、事業主体は岐阜市及び関遊船株式会社。

・観覧船乗り場には、自家用車及び公共交通機関によりアクセスが可能である。
・鵜飼観覧船では、安全対策として船内に救命胴衣を常備している。また、近年は新型コロナウ

イルス感染症感染拡大防止のために、船内の消毒、フェイスガード等の着用、乗客の人数制限
及び検温等、感染症対策を徹底している。

・鵜飼観覧船を利用しない場合、岸から鵜飼漁を見学することができる。近年、桟敷を設けて観
覧するという社会実験が岐阜市で行われている。

・鵜匠は取材に応じたり、鵜匠家を見学するイベントに協力したりするなど、公開に努めている。
・岐阜市直営の鵜飼観覧船造船所では、鵜飼観覧船の新造及び修繕を行っており、その様子を公

開している。また、造船所には造船工程の解説パネルや鵜舟が展示されている。
・ 鵜飼漁の公開に有効な施設（ガイダンス施設、便益施設、案内施設等）が整備されている。

課題

・鵜飼観覧船の運航には、船頭不足に伴う出船数の制限、増水による鵜飼観覧船の流出や係留場
（ドック）の決壊、乗客数の減少等、様々な課題を抱えている。

・異常気象や新型コロナウイルス感染症等の影響により、鵜舟や鵜飼観覧船が出船できない日が長
期間続くといった事態も発生している。

・鵜飼観覧船以外の公開方法も幅広く検討していく必要がある。
・関市小瀬は自家用車でなければ観覧船乗り場にアクセスすることができない。
・鵜匠や家族、船頭のプライバシー権や肖像権等を尊重する必要がある。
・鵜飼漁を公開するには、多くの河川利用者のマナーに対する理解や協力が必要である。

第2節　活用に関する現状と課題

＜人材＞

現状

・鵜舟の造船を手掛けている舟大工は郡上市に在住する 1 名。
・3 名の竹細工師が美濃市所在の施設にて籠の製作を手掛けている。
・鉄製の道具の製作を手掛けている鍛冶職人は各務原市に在住する 1 名。
・日立市が雇用する鵜捕獲者は 3 名。

課題

・後継者の確保ができないまま、人材の高齢化が進み、長期的に道具やシントリを調達し続けてい
くことが困難となっている。

・人材は、いずれも特殊かつ高度な技術を保持しており、新たな後継者を確保できたとしても技
術の習得には時間を要する。

・現代社会において、職人による仕事の需要は年々減少しており、各々が技術を磨きながら生計を維
持することが困難である。同時に、個人による後継者の育成も困難である。

・腕の良い職人等に関する情報は、過去に個人的に取引した各鵜匠が把握しているに過ぎず、全
ての鵜匠の間で共有できていない。また、情報量自体も少ない。
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＜普及啓発＞

現状

・船頭体験や、ミニ鵜籠づくり等、様々な体験イベントを毎年開催している。
・シンポジウムや市民講座等を定期的に開催している。
・ 平成 28 年に設立した岐阜市の市民団体の長良川鵜飼文化応援団が、鵜飼漁の普及啓発等の取組を

行っている。
・ 岐阜市では、市民を対象に「鵜飼の“語り部”育成セミナー」を過去 4 年間開催した。セミナー

の卒業生の一部は、長良川鵜飼文化応援団の会員として活動している。
・学校に対する普及啓発として、両市では子ども向け冊子を作成し配布している。
・岐阜市では「ふるさと大好き鵜飼事業」（鵜飼観覧船を利用する小学生への補助）や学校への

出前講座、関市では全小学校の宿泊研修を通じた鵜飼漁の観覧や、出船前に鵜匠家で鵜匠によ
る説明等も行っている。

・関市では、鵜匠家バックヤードウォーキングツアーを毎年開催し、鵜匠と鵜の生活ぶりを見学
するとともに、周辺にある文化財を巡り小瀬の地域の歴史を一体で学んでいる。

課題

・鵜飼漁の観覧者のリピーターを増やす必要がある。
・シンポジウムや市民講座等を開催しても、十分な集客ができていない。
・市民や民間企業による支援の受け皿が整備されていない。
・体験イベントを開催する際、参加者の安全確保が課題。特に、船頭体験のように激しい運動を

伴う場合は、怪我の防止や水分補給等、あらゆる事態に備えた対策が必要。
・異常気象や新型コロナウイルス感染症等の影響で、普及啓発のイベントを中止せざるを得ない事

態が起きている。
・普及啓発に力を入れることによって鵜匠の負担が増大し、鵜匠本来の仕事に支障をきたす可能

性がある。鵜匠や行政だけで普及啓発を永続的に行うには限界がある。
・今後も鵜飼漁に関わるふるさと教育を継続し、内容を充実させていく必要がある。
・関市小瀬には鵜飼漁に関わる市民のボランティアガイドがいない。
・鵜飼漁に関わる商品開発が、鵜飼漁の運営資金の確保に結びついていない。

＜情報発信＞

現状

・様々な刊行物を作成し、市内の関係施設、シンポジウムや市民講座等にて積極的に配布している。
・岐阜市では、鵜飼漁を幅広く紹介する冊子を刊行し、市内の関係施設にて販売している。冊子は、
  英語版及び中国語版も刊行し、在日外国人への配布や友好姉妹都市との交流時に活用している。
・岐阜市では、制作した映像を YouTube の「岐阜市公式チャンネル」にアップロードしている。
・SNS を活用した情報発信に努めている。長良川鵜飼文化応援団は、Twitter や Facebook の専

用アカウントで定期的に記事を投稿している。
・関市では、鵜飼漁・円空・弥勒寺遺跡群を紹介したエリア冊子を刊行し、英語版も作成している。
・関市では、冊子「小瀬鵜飼を学ぼう」の英語版及び中国語版を刊行し、観光客に配布している。
・ガイダンス施設には、長良川うかいミュージアム、関市円空館等が挙げられる。長良川うかい

ミュージアムには常設の展示室の他に特別展示室があり、年に 5 回程度新しいテーマで展示替
えを行っている。

課題

・国外への情報発信が不足している。
・印刷物に限らず、あらゆる形態の情報媒体を利用して計画的に更新していく必要がある。
・これまでに制作した映像は全般的な内容のものが多く、個別のテーマを詳細に取り上げた映像

は少ない。
・ガイダンス施設の機能強化が課題。展示・解説の内容の充実化や多言語化に努めるとともに、情

報発信の拠点施設としての機能を高めていく必要がある。
・文化財を紹介する内容には専門用語が多く、外国人に正しくかつ分かりやすく伝えるのは非常

に困難である。
・シーズンオフにおける情報発信が少ない。
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第3節　調査研究に関する現状と課題
　第 3 章で示した文化財の特徴や文化財の保存活用のための全体像は、既往の調査研究を踏ま
えた現時点における整理に過ぎず、中には検証が不十分なものもある。今後も調査研究を継続する
必要があるため、調査研究に関わる現状と課題も示す。

第4節　過去の取組
　文化財の保存活用に関する過去の取組を以下に示す。主に過去 5 年間の取組を対象とし、そ
れ以前については特に重要なものを挙げる。全体共通、岐阜市・岐阜長良川鵜飼保存会、関市・
小瀬鵜飼保存会の取組に分け、年度ごとに示す。

（１）保存に関する取組

　保存に関する取組として、後継者の育成、施設や道具の修理・新調に関する取組に加え、社
会状況の変化に伴う取組を挙げる（記録作成に関する取組は第 2 章第 5 節参照）。

＜全体共通＞

［継続］

　鵜匠家ごとに後継者を育成している。鵜飼漁に従事する中で、息子は幼少より親の仕事を見な
がら技術を身に付けていく。船頭も各鵜匠家が個別に雇用し、鵜舟の操船技術を身に付けていく。
また、現状は鵜匠家ごとに施設や道具を所有及び管理しているため、必要に応じてその都度各
鵜匠家が施設の修理・防災や道具の修理・新調を行っている。
　平成 19 年、鵜匠同士で連携して鵜飼漁を継承していくために、岐阜市長良の鵜匠が岐阜長
良川鵜飼保存会、関市小瀬の鵜匠が小瀬鵜飼保存会を設立した（第 2 章第 2 節参照）。
　両市は、鵜飼漁に関係する様 な々文化財について、積極的に指定等を行うことにより保存に努
めてきた（第 2 章第 5 節参照）。

現状

・これまで鵜飼漁や関連技術の習俗調査を中心に学術調査を積み重ねてきた。
・得られた調査成果を基に報告書を刊行した（岐阜市 4 冊、関市 3 冊）。
・学術調査と連動して鵜飼漁に関わる記録映像を制作（4 作品）。
・鵜飼漁に関わる文化財指定等も積極的に進めてきた（国指定・選定 4 件、市指定 8 件）。

課題

・調査研究の成果を保存活用の措置に反映させる必要がある。
・日本における長良川の鵜飼漁の特徴・位置づけを明確化するための比較調査が必要。
・鵜、長良川、鮎、鍛冶職人、鵜捕獲者、鵜捕り場、文学・美術、遊宴文化、食文化について調

査研究が不足している。
・鵜飼漁に関連する調査研究が蓄積されているが、データベース化されていない。
・調査研究の成果に市民が触れることのできる機会が少ない。
・市民が調査研究にあまり関わることができていない。
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［平成 30 年度］

　西日本豪雨が発生し、鵜飼漁を数日間休止した。河床に土砂が堆積する等、長良川の河川
環境が大きく変化した。鵜飼漁の再開後は通常と異なる場所をまわし場に利用したり、違う航路を
利用したりする等、臨機応変に鵜飼漁を実施した。

［令和 2 年度］

　新型コロナウイルス感染症感染拡大により、鵜飼漁の開始を延期せざるを得なくなった。鵜飼漁
を開始して以降、出漁の直前まで鵜匠や船頭がマスクを着用するなどの対策を実施した。

＜岐阜市・岐阜長良川鵜飼保存会＞　

［平成 28 年度］

　船頭の水難事故が発生。その年のシーズンは、1 艘少ない 5 艘の鵜舟で鵜飼漁を実施した。
水難事故発生後、安全運航確保に関する研修会を開催し、救命胴衣（腰に巻くタイプ）を鵜舟
に常備する等の対策を行った。
　鵜匠家の隣家が全焼し、鵜匠家の主屋の一部や松小屋に燃え移るという事案が発生。保管し
ていた松割木等が焼失した。被害を受けた家屋は鵜匠独自に修理を行った。

［平成 30 年度］

　火災の被害を受けた鵜匠家が主屋の耐震補強工事を実施（文化的景観の国庫補助金を活用）。
　鵜匠 1 名が体調不良により、数か月間鵜飼漁を休養するという事態が発生。この間、1 艘少な
い 5 艘の鵜舟で鵜飼漁を実施した。

［令和元年度］

　鵜飼観覧船や鵜舟の操船を体験する「船頭体験教室」を開催。将来的に、船頭の技術を真
剣に継承していきたいと望む人材の発掘を目指した。
　台風 10 号の影響により、長良川の水位が上昇。濁流が押し寄せ、長良川本流と鵜飼観覧船
の停泊場を仕切る土の堤が約 100 ｍにわたり決壊した。鵜飼観覧船 4 隻が流出したため、伊勢
湾で回収するとともに、土の堤の復旧工事を実施した。

［令和 2 年度］

　鵜舟の造船技術の継承を図ることを目的とする、舟大工育成事業を実施。鵜飼観覧船の舟大
工が、鵜舟の舟大工の技術指導を受けながら鵜舟を造船（岐阜県の補助金を活用）。

＜関市・小瀬鵜飼保存会＞

［平成 26 年度～］

　課題となっている船頭不足の解決に向けて、船頭の技術の知識拡大、将来、船頭を職業に
したい子どもを募集し、親子船頭体験事業「夏休みこども体験講座　鵜飼観覧船の船頭に挑
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戦しよう！！」を実施した。
　鵜飼漁で使用する竹籠を作製する竹細工の技術を、ミニ鵜籠作りなどを通して体験する講座「ミ
ニ鵜籠を作ろう」を実施。

［平成 30 年度］

　関市指定重要文化財（有形文化財）の鵜匠の家屋が台風 21 号の暴風雨により、棟の銅版、
瓦、壁の漆喰がめくれる被害が発生。さらに、白蟻発生の被害を受けたため、それぞれ修理を行っ
た（関市の補助金を活用）。

＜その他＞

［平成 22 年度］

　岐阜県立森林文化アカデミーによる竹細工師の技術継承のプロジェクトが行われた。関市在住の竹
細工師が講師となり、アカデミーの学生が受講。その卒業生 2 名が現在美濃市で籠作りを手掛けている。

［平成 29 年度］

　岐阜県立森林文化アカデミーと東京文化財研究所の共同研究として、アメリカ人の舟大工が鵜
舟の舟大工の技術指導を受けながら鵜舟を造船する過程を詳細に記録するプロジェクトが行われ
た。令和 2 年に報告書が刊行され、今後記録映像も制作される予定である。

［令和元年度］

　関遊船株式会社が船頭の希望者に船頭体験を実施し、雇用へと繋げている。

岐阜市・岐阜長良川鵜飼保存会 関市・小瀬鵜飼保存会 その他

継続 ・鵜飼漁の技術は鵜匠家ごとに継承。
・使用する施設や道具は、各鵜匠家で所有・管理。

H22
・岐阜県立森林文化アカデミー

による竹細工師の技術継承
のプロジェクトを実施。

H26～ ・「夏休みこども体験講座　鵜飼観覧船の船頭に挑戦し
よう！！」、「ミニ鵜籠を作ろう」講座を実施。（継続中）

H28
・水難事故に対する研修会開催、鵜舟に救命胴衣を常備。
・鵜匠家の主屋の一部や松小屋に火災発生。鵜匠独自

に修理。

H29
・岐阜県立森林文化アカデミー
と東京文化財研究所の共同
研究により、鵜舟の造船過程を
記録するプロジェクトを実施。

H30
・西日本豪雨が発生し、河川環境が大きく変化。臨機応

変に鵜飼漁を実施。
・火災を受けた鵜匠家の主屋の耐震補強工事を実施。
・鵜匠1名の体調不良により、5艘の鵜舟で鵜飼漁を実施。

・台風21号により、関市指定重要文化財の鵜匠の家屋
の一部が被害を受け、白蟻発生による被害も受けた。そ
れぞれ修理を実施。

R1 ・船頭体験教室を開催。
・台風10号の影響により堤が決壊。復旧工事を実施。

・関遊船株式会社が船頭体験
を実施。

R2
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、マスク着

用などの対策を実施。　
・舟大工育成事業を実施。
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（２）活用に関する取組

　活用に関する取組として、公開、普及啓発、情報発信等に関する取組を挙げる。

＜全体共通＞

【継続】

　鵜飼漁は毎年、5 月11日から10 月15日まで毎日実施しており、常時公開している。悪天候（高
水位、濁流、強風等）の日は中止。
　また、岐阜市長良の鵜飼漁は中秋の名月の日のみあらかじめ決められた休みとしている。
　公開場所は長良川（岐阜市長良の区間は約 1.5㎞、関市小瀬の区間は約 0.5㎞）で、鵜飼
観覧船から、または岸から鵜飼漁を見ることができる。
　それぞれ鵜匠が個別に取材や講演等の依頼を受け、鵜匠家の鳥屋や水場を公開したり、講演
会場や学校に出向いて講座を行ったりする等、PRを行っている。

＜岐阜市・岐阜長良川鵜飼保存会＞

［昭和 2 年度～］

　鵜飼観覧船事業を岐阜市直営で実施。岐阜市が鵜飼観覧船の運航及び観覧者の受付を行う
とともに、市営の造船所にて木造の鵜飼観覧船（15 人乗り～ 30 人乗り）を造船している。
［平成 13 年度～］

　市内の主に小学 5 年生を対象に、鵜飼漁の観覧促進を図る「ふるさと大好き鵜飼事業」を実施。
岐阜市が乗船料を補助。

［平成 20 年度～］

　調査研究の成果をテーマにした市民講座を開催。平成 20 年度から平成 24 年度までは岐阜市
主催で毎年 1 回、平成 24 年度以降は長良川うかいミュージアム主催で毎年 12 回開催。

［平成 22 年度～］

　鵜飼漁を学ぶための小学生用ガイドブックを作成・更新している。令和元年度に作成したガイドブッ
クは「ふるさと大好き鵜飼事業」の公式テキストとして作成し、市内全ての小学校に配布している。

［平成 24 年度・26 年度］

　鵜飼漁の魅力を伝えるハンドブック「長良川鵜飼再発見」を作成。平成 24 年度に日本語版、
平成 26 年度に英語版・中国語版を作成した。

［平成 24 年度～］

　長良川うかいミュージアム開館。鵜飼漁の普及啓発や情報発信の拠点として様 な々取組を行っ
ている。また、悪天候で鵜飼漁が中止になった日やシーズンオフの土日等に、長良川うかいミュージ
アムにて各鵜匠が交代で鵜飼漁の実演を行い、観光客に披露している。
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［平成 25 ～ 28 年度］

　市民を対象に「鵜飼の“語り部”育成セミナー」を開催。3 つのコース（初級・中級・上級）
に分かれて年 6 回のセミナーを開始し、約 30 人が卒業した。

［平成 27 年度］

　「長良川の鵜飼漁の技術」が国重要無形民俗文化財に指定されたことを記念して、市内の
じゅうろくプラザにて「長良川鵜飼未来シンポジウム」を開催。
［平成 28 年度］

　長良川温泉旅館協同組合に加盟する旅館・ホテル従業員を対象に、鵜飼漁について学ぶ勉
強会を開催。

＜関市・小瀬鵜飼保存会＞

［昭和 35 年度～］

　関遊船株式会社が設立され、鵜飼観覧船事業を実施している。
［平成 22 年度～］

　関市わかくさ・プラザ特別陳列室にて、企画展を毎年 1 回開催している。
［平成 23 年度～］

　市内の小学 5 年生を対象に、鵜飼漁の見学を実施（現在は学校教育夢プランとして実施）。
［平成 24 年度～］

　鵜匠家と周辺の文化財（弥勒寺遺跡群、関市円空館など）を解説付きで巡る「鵜匠家バックヤー
ドウォーキングツアー」を実施している。
　「小瀬鵜飼講演会」を毎年 1 回以上開催している。

［平成 25 年度～］

　市内の小学 5 年生を対象にした「鵜匠家バックヤードツアー」を実施。鵜飼観覧船に乗る前に
鵜匠家を訪れ、鵜や鳥屋を見学しながら、鵜匠から直接説明を聞くツアーで、希望する学校に対
して行っている。
［平成 26 年度］

　関市円空館がリニューアルされ、新しく小瀬の鵜飼漁の展示コーナーを設置した。
　小学生を対象とする「学習用ガイドブック　小瀬鵜飼を学ぼう！！」を作成した。
　「長良川の鵜飼漁の技術」が国重要無形民俗文化財に指定されたことを記念して、関市わかく
さ・プラザにて指定記念式典を開催した。
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＜その他＞

［平成 25 年度～］

　旅館・ホテルに関わる協同組合、商工会議所、土産品協会、地域のまちづくり会等でつくる実
行委員会が「長良川温泉泊覧会（通称・長良川おんぱく）」を開催。年に 100 以上の体験・アクティ
ビティが企画されており、長良川や鵜飼漁に関わるイベントも多数開催されている。
［平成 28 年度～］

　長良川鵜飼文化応援団が設立され、チラシの作成・配布や Facebookを活用した情報発信等、
鵜飼漁の普及啓発や情報発信を担う市民団体として様 な々取組を行っている。

［令和元年度］

　鵜飼漁の新たな観覧方法を模索する動きとして、長良川温泉泊覧会実行委員会が主体となり、
長良川右岸に桟

さ

敷
じき

を設けて鵜飼漁を観覧する社会実験を実施した。

岐阜市・岐阜長良川鵜飼保存会 関市・小瀬鵜飼保存会 その他

継続 ・鵜飼漁を実施・公開。
・鵜匠が取材や講演会等の依頼を受けることもある。

S2 ・岐阜市直営による鵜飼観覧船事業を開始。

S35 ・関遊船株式会社による鵜飼観覧船事業を開始。

H13 ・小学 5 年生を対象に、「ふるさと大好き鵜飼事業」を
　実施（継続中）。

H20 ・「鵜飼市民講座」を開催（継続中）

H22 ・小学生用ガイドブックを作成。 ・関市わかくさ・プラザ特別陳列室にて、企画展を開催
  （継続中）。

H23 ・小学 5 年生の鵜飼漁の見学を実施（継続中）。

H24 ・ハンドブック「長良川鵜飼再発見」を作成（日本語版）。
・長良川うかいミュージアムが開館。

・「鵜匠家バックヤードウォーキングツアー」を実施（継続
中）。

・「小瀬鵜飼講演会」を実施（継続中）。

H25
・「鵜飼の“語り部”育成セミナー」を開催。
  （平成 28 年度まで継続）

・小学生用ガイドブックを更新。

・小学 5 年生を対象にした「鵜匠家バックヤードツアー」
 を実施（継続中）。

H26

・ハンドブック「長良川鵜飼再発見」の英語版・
  中国語版を作成。

・関市円空館に小瀬の鵜飼漁の展示コーナーを設置。
・小学生対象の「学習用ガイドブック 小瀬鵜飼を学ぼう！！」
を作成。

・「長良川の鵜飼漁の技術」の国重要無形民俗文化財
  指定の記念式典を開催。

・「長良川温泉泊覧会（通称・
 長良川おんぱく）」開催
 （継続中）。

H27 ・「長良川鵜飼未来シンポジウム」を開催。

H28 ・長良川温泉旅館協同組合を対象にした勉強会を開催。 ・長良川鵜飼文化応援団が
  設立。

R1 ・小学生用ガイドブックを更新。 ・桟敷を設けた鵜飼漁を観覧
  する社会実験を実施。
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第5節　課題の整理
　本章の第１節から第 4 節までを踏まえ、今後解決すべき課題を整理し、以下のとおり示す。

＜保存の課題＞

●保存会の体制を整備する必要がある。
●鵜・道具・道具の素材を安定的に確保する必要がある。
●文化財の保存に必要な人材を確保する必要がある。
●鵜飼漁の技術を磨くことが困難な状況となっている。
●河川環境の保全が必要である。
●異常気象や新型コロナウイルス感染症等の課題に対する保存の取組が必要である。

＜活用の課題＞

●文化財の特徴を理解するための活用の取組が必要である。
●鵜飼漁の観覧者のリピーターが増加するような活用の取組が必要である。
●国内外に文化財の情報発信を行う必要がある。
●インバウンド対応を充実させる必要がある。
●官民協働による文化財の活用を充実させる必要がある。
●ふるさと教育を充実させる必要がある。
●文化財の活用が鵜飼漁の運営資金の確保に結び付いていない。

＜調査研究の課題＞

●総合的な調査や比較調査が必要である。
●調査研究の成果を保存活用の措置に反映させる必要がある。
●調査研究の成果を市民と共有する必要がある。
●調査研究に市民が参加できる体制の構築が必要である。
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第1節　基本方針

　第４章で整理した文化財の現状と課題を踏まえ、文化財の保存・活用・調査研究の基本
方針を以下のように示す。

●共通の課題を解決するため、保存会で組織的に取り組む。
●道具の変容については、必要性をその都度見極め、できる限り従来の形態を維持するよう

努める。
●鵜飼漁に必要な人材の確保、鵜及び道具の供給、施設の維持管理について、安定を図る。
●鵜飼漁の技術や習俗を次世代に伝えていくための記録作成をおこなう。
●河川環境の保全に取り組む市民、関係団体との連携を強化する。
●安全に鵜飼漁を実施するための防災対策を徹底する。
●異常気象や新型コロナウイルス感染症等、環境や時代の変化に合わせた鵜飼漁を行う。

●鵜飼漁だけでなく、鵜の飼育や道具の製作等の様子も公開し、様々な角度から鵜飼漁に
接することのできる機会を創出する。

●観て、触れて、学んで、体験できる、参加型の普及啓発を通じて、人々の興味関心をひ
きつける。

●鵜飼漁に関する情報を、紙媒体や SNS 等を用いて分かりやすく発信する。
●外国語で案内ができるガイド育成や情報の多言語化を行い、インバウンドに対応する。
●オンライン等を活用し、国内外に広く情報を発信する。
●市民や民間の活力を積極的に活用できる仕組みづくりを行う。
●鵜飼漁をふるさと教育の題材として積極的に活用し、子どもたちの地元を愛する心を育む。
●活用の取組によって鵜飼漁の運営資金を確保できるような仕組みづくりを行う。

受け継がれてきた鵜飼漁を次世代へ継承する。

鵜飼漁の価値や魅力を発信し、観光振興・地域活性化に繋げる。

保存

活用
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●様々な分野を対象に、総合的な調査研究を実施する。
●他地域の鵜飼漁や、鵜飼漁以外の伝統漁法等と比較検討することで、長良川の鵜飼漁

の地域固有性を明らかにする。
●調査研究の成果を基に、保存活用の措置をさらに充実させる。
●調査研究で明らかになった鵜飼漁に関わる新たな価値については、文化財指定等によりそ

の保護を図る。
●調査研究の成果を整理し、積極的に公開することで、市民や学識経験者等との価値や魅

力の共有を図る。

鵜飼漁の価値や魅力を探求し続ける。
調査
研究

鵜飼漁の基礎を学ぶ中鵜使い（岐阜市長良）

親子船頭体験（関市小瀬）

鵜籠を製作する竹細工師

全国鵜飼習俗基礎調査（三次鵜飼の現地調査）
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第 2 節　将来の展望

第１節では文化財の保存活用を図っていくための基本方針を示した。この方針に基づき、
保存活用の取組を実行していくことで、達成できる将来の展望をここに示す。なお、鵜匠と地
域では鵜飼漁への関わり方が違うため、「鵜匠」と「地域」の２つの将来の展望を示す。な
お、ここで言う「地域」とは、市民・行政等、鵜飼漁に関わる人々を含むとともに、鵜飼漁
がおこなわれている地域社会（コミュニティ）としての意味も含む。
　第３章、第４章で示したとおり、文化財には様々な立場の人々が関わっているが、鵜飼漁
をおこなうのは鵜匠であり、文化財は各鵜匠家で代々継承されてきたものである。鵜匠にとって、
生業としている鵜飼漁を未来へと繋いでいくことが最も重要なことである。
　一方で、地域にとって鵜飼漁は大切な“宝”である。平成 17 年度から両市は連携して「世
界に誇る鵜飼漁」を目指し、調査研究や普及啓発、情報発信等の取組を実施してきた。そ
の理念を変えることなく、引き続き鵜飼漁に関わる事業を継続していくことが重要である。

未来に繋ぐ鵜飼漁
・ 鵜匠が鵜飼漁の技術を磨き続けている。
・各鵜匠家が生業として鵜飼漁を継承
している。
・環境や時代の変化に合わせた鵜飼漁
を行っている。
・鵜匠としての気概や責任感、鵜飼漁
の技術が次世代に継承されている。

世界に誇る鵜飼漁
・市民が鵜飼漁に対して誇りと愛着を
持っている。

・市民が積極的に鵜飼漁の支援に参
加している。

・鵜飼漁を見に来た国内外の多くの観
光客で地域が賑わっている。

・鵜飼漁を軸とした魅力あふれるまちづ
くりが行われている。

鵜匠 地域
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第1節　保存に関する措置

措置名 鵜匠家支援の仕組みづくり

内容
鵜飼漁は、代々技術を継承してきた 9 軒の鵜匠家が家業として行っている。今後も鵜匠家が主体となって鵜飼漁を継
承していけるように、行政や市民等が鵜匠家に対して財政的支援（負担金、クラウドファンディング、企業協賛金等）
や人的支援（ボランティア活動等）をすることのできる仕組みづくりを行い、継続的に支援していく。　

優先度 ★ 緊急性 重要性 ◎
関わる人々 鵜匠、市民、観覧者、行政、その他（民間企業）

財源等 市費、国補助、民間 事業期間 短期（5年間）

措置名 保存会の役割強化

内容 多岐にわたる課題を各鵜匠家が個別に解決するには限界がある。一方、文化財の保護団体である2 つの保存会は、
主体的に取組を行うことのできる体制になっていない。保存会の役割を強化し、組織的な取組を推進していく。

優先度 ★ 緊急性 重要性 ◎
関わる人々 鵜匠、行政

財源等 ー 事業期間 短期（5年間）

措置名 後継者育成のための記録作成

内容
漁よりも観光の比重が大きくなり、かつ異常気象や新型コロナウイルス感染症等の影響により鵜飼漁を実施できない日が
増えている状況下で、鵜飼漁の技術を磨くことが困難となっている。鵜匠や後継者が限られた機会の中でも技術を習
得できるように、場面・種類別の技術の記録作成を詳細に行い、後継者育成に活用する。

優先度 ★ 緊急性 ○ 重要性 ◎
関わる人々 鵜匠、船頭、学識経験者、行政

財源等 市費、国補助 事業期間 短期（5年間）

措置名 他地域の鵜飼漁とのネットワークの構築

内容 現在、全国１１ヶ所で鵜飼漁が実施されている。鵜匠同士の連携をより深め、情報共有を行うことにより、鵜飼漁の保
存活用を図っていく。

優先度 緊急性 重要性 ◎
関わる人々 鵜匠、学識経験者、行政、その他（民間企業）

財源等 市費、民間 事業期間 中期（10年間）

＜鵜匠＞

　本章では、第５章で定めた基本方針に基づき、今後実施すべき具体的な措置を全て列挙
した。これらを計画期間内に全て同時に取り組むことは困難であるため、緊急性と重要性を
考慮して、措置の優先度及び事業期間を以下のとおり設定した。

【優 先 度】

★ … 計画期間において優先的に取り組むべき新たな措置（第７章参照）
● … 現時点で既に取り組んでいるが計画期間も継続して重点的に取り組むべき措置

【事業期間】

　短期 … 5 年間で実施する措置（第７章参照）　　中期 … 10 年間で実施する措置
　長期 … 15 年間で実施する措置　 　　　　　　 継続 … 継続して実施する措置

　保存に関する措置については、「文化財を構成する要素」である「鵜匠」「鵜」「船頭」「道
具」、「文化財を支える要素」である「自然」「人材」「施設」に分類し、23 件の措置を
以下に示す。
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措置名 船頭の人材発掘

内容
長良川流域において川舟の操船技術を有する人材が減少したことで、鵜舟も鵜飼観覧船も深刻な船頭不足に悩まされ
ている。鵜飼観覧船事業と連携し、船頭体験等を通じて多くの人々に川や船頭について興味関心を持ってもらい、船
頭をやりたい人を発掘する。

優先度 ● 緊急性 ◎ 重要性 ◎
関わる人々 鵜匠、船頭、市民、行政、その他（関遊船株式会社）

財源等 市費、国補助、民間 事業期間 継続

措置名 シントリの安定供給

内容
鵜の飛来数減少により十分な数のシントリが捕獲できない、捕獲して鵜匠家に届けられた後に体調不良を起こして死ん
でしまうといった事案が発生している。原因を究明し、関係者との情報共有を通じて、シントリの安定供給に向けた対策
を行う。

優先度 緊急性 重要性 ○
関わる人々 鵜匠、人材（鵜捕獲者）、行政、その他（獣医）

財源等 ー 事業期間 中期（10年間）

措置名 鵜の健康管理

内容
常に鵜の健康を保つためには、日常的な病気に加え、鳥インフルエンザなどの感染症にも備える必要がある。日頃から、
鵜に与える餌の量や質に配慮するとともに、病気の予防、病気にかかってしまった場合の治療を徹底する。また、病気
で鵜が死んでしまった場合、原因を究明し、今後の鵜の健康管理に活かす。

優先度 ● 緊急性 重要性 ○
関わる人々 鵜匠、その他（獣医）

財源等 ー 事業期間 継続

＜鵜＞

措置名 鵜舟の安定供給

内容 多くの鵜匠の鵜舟は老朽化が進んでいるが、新しい鵜舟を調達することが困難となっている。保存会や行政等の第三
者が主体となって、舟大工の育成、造船場所の確保、材料や造船道具の調達等、鵜舟の安定供給を組織的に行う。

優先度 ★ 緊急性 ◎ 重要性 ◎
関わる人々 鵜匠、船頭、人材（舟大工、鍛冶職人）、市民、行政

財源等 市費、国補助 事業期間 短期（5年間）

措置名 船頭の技術向上

内容
若手の新人船頭が知識や技術を身に付けるには長い年月を要する。さらに、近年は鵜飼漁を実施できない日が増えて
おり、操船技術を磨くことが困難となっている。鵜飼漁の場とは別に、船頭の訓練や研修を行う場等を設けて、船頭
の技術向上を図る。

優先度 ★ 緊急性 ◎ 重要性 ◎
関わる人々 鵜匠、船頭、市民、行政、その他（関遊船株式会社）

財源等 市費、国補助、民間 事業期間 短期（5年間）

措置名 船頭の雇用機会の創出

内容
船頭は、鵜匠家がそれぞれ直接雇用している。雇用形態は、年間雇用または鵜飼漁のシーズンに限った期間雇用
のいずれかであり、非常に不安定な状況にある。毎年、年間を通じて鵜飼漁や舟等に関わる雇用の機会を創り出し、
船頭の安定雇用に繋げる。

優先度 緊急性 重要性 ○
関わる人々 鵜匠、船頭、行政

財源等 市費 事業期間 長期（15年間）

＜船頭＞

＜道具＞
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措置名 後継者の確保及び育成

内容
職人個人それぞれにより後継者を確保することは難しく、職人による仕事の需要が少ない状況下では後継者の育成も
困難な状況である。保存会や行政等の第三者が主体となって、技術の伝承、作業場の確保や手入れ、素材の調達
も含めて、後継者の確保及び育成を促進する取組を組織的に行う。

優先度 ★ 緊急性 ◎ 重要性 ◎
関わる人々 鵜匠、人材（舟大工、竹細工師、鍛冶職人、鵜捕獲者）、市民、行政

財源等 市費、国補助 事業期間 短期（5年間）

＜人材＞

措置名 河川環境の保全

内容
良好な水質の維持、豊かな生物多様性の保護、河川敷の清掃、上流域の森林整備等、現在行われている長良川
の河川環境を保全する取組は、鵜飼漁を継承していく上でも必要である。今後も河川管理者を中心に、長良川流域
の行政、市民、ＮＰＯ等が連携し、河川環境の保全を図る。

優先度 ● 緊急性 重要性 ◎
関わる人々 市民、行政、その他（河川管理者、NPO法人）

財源等 民間 事業期間 継続

措置名 鮎の増殖

内容 長良川に遡上する鮎の数は年々減少傾向にある。岐阜県魚苗センターによる稚鮎の放流や長良川流域の漁業協同組
合による鮎の人工ふ化等が行われているため、今後も各団体と連携し、鮎の増殖を図る。

優先度 ● 緊急性 重要性 ◎
関わる人々 市民、行政、その他（岐阜県、漁業協同組合）

財源等 民間 事業期間 継続

措置名 河川環境に応じた鵜飼漁の導入

内容 異常気象の多発により、長良川の河床に土砂が堆積したり、増水による鵜飼観覧船流出の被害が発生したりしている。
現在の河川環境に応じた鵜飼漁のあり方を検討し、導入する。

優先度 緊急性 ◎ 重要性 ◎
関わる人々 鵜匠、船頭、観覧者、行政、その他（河川管理者）

財源等 ー 事業期間 中期（10年）

措置名 道具等に関する基準の明確化

内容
様 な々道具には、天然素材を必ず用いるべき道具と人工素材への転換を許容する道具がある。また、道具に代わって
機械を導入することにより省力化を許容する作業と省力化すべきでない作業がある。これらの基準を明確化し、鵜匠の
間でルールとして共有することで、道具に関する統一性を確保する。

優先度 緊急性 重要性
関わる人々 鵜匠

財源等 ー 事業期間 長期（15年間）

措置名 防災対策の徹底

内容
鵜飼漁に影響を与える主な自然災害のリスクとして、地震に伴う施設の火災や倒壊、水害に伴う鵜舟等の道具の流出
や破損及び施設の浸水等が想定される。防災マニュアルの作成等によりあらかじめ災害に備えるとともに、被災した場
合は速やかに施設や道具の復旧を図る等、防災対策を徹底する。

優先度 ● 緊急性 ○ 重要性 ◎
関わる人々 鵜匠、船頭、行政

財源等 市費、国補助 事業期間 継続

＜自然＞
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措置名 職人による仕事の需要創出

内容 職人による仕事の需要が年々減少し、技術を磨きながら生計を維持することが困難となっている。他地域の鵜飼漁や
他の文化財と連携して総合的な需要創出を図れるよう関係者と一緒に検討していく。

優先度 緊急性 ○ 重要性 ◎
関わる人々 鵜匠、人材（舟大工、竹細工師、鍛治職人）、市民、学識経験者、行政、その他（民間企業）

財源等 ー 事業期間 中期（10年間）

措置名 情報のリスト化

内容 職人や素材等供給者とは、各鵜匠が個人的に取引しており、鵜匠の間で情報共有できていない。従来の取引相手に
加え、新しい取引相手を開拓し、情報をリスト化することで、道具や素材の円滑な調達を図る。

優先度 ★ 緊急性 重要性 ○
関わる人々 鵜匠、人材（舟大工、竹細工師、鍛冶職人、素材供給者）、行政

財源等 ー 事業期間 短期（5年間）

措置名 職人のネットワーク構築

内容
同業種の職人は、それぞれ共通の悩みを抱えている。各地に点在する職人同士が繋がり、対話することで、課題解
決に向けた情報交換を行うことができる。保存会や行政等の第三者による仲介で、鵜飼漁やその他の文化財を支える
職人のネットワーク構築を促進する。

優先度 緊急性 重要性
関わる人々 鵜匠、人材（舟大工、竹細工師、鍛冶職人）、行政、その他（他の文化財の関係者）

財源等 市費 事業期間 長期（15年間）

措置名 家屋や施設の防火及び耐震化

内容 鵜匠家には、文化財に指定されている家屋や施設がある。また、松小屋や倉庫等の施設は、火災や地震の被害を受
ければ、保管されている道具にも影響を及ぼすため、必要に応じて防火及び耐震化を図る。

優先度 ● 緊急性 重要性
関わる人々 鵜匠、行政

財源等 国補助 事業期間 継続

措置名 道具及び歴史資料の保管環境の整備

内容
鵜匠家には、多くの道具や歴史資料が保管されている場合がある。文化財に指定されるなど、資料的価値の高いもの
もある。各鵜匠家において様々な道具及び歴史資料を適切に保管していくために、保管スペースの確保、害虫予防、
温湿度の調整等、保管環境の整備を行う。

優先度 ● 緊急性 重要性
関わる人々 鵜匠、学識経験者、行政

財源等 国補助 事業期間 継続

措置名 鵜捕り場の環境整備の支援

内容 茨城県日立市の伊師浜海岸の断崖に設けられている鵜捕り場は、ウミウ捕獲技術保存協議会によって環境整備等が
行われている。今後も協議会と連携し、鵜捕り場の環境整備の支援を継続する。

優先度 ● 緊急性 重要性
関わる人々 行政、その他（ウミウ捕獲技術保存協議会）

財源等 市費 事業期間 継続

措置名 施設の点検及び改修

内容 鵜匠家では、鳥屋や水場等の施設に不具合が生じることの無いよう適切に維持管理していく必要がある。定期的に施
設を点検し、鳥インフルエンザの感染防止対策も含め、必要に応じて改修を行う。

優先度 ● 緊急性 重要性
関わる人々 鵜匠、行政

財源等 国補助 事業期間 継続

＜施設＞
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措置名 持続可能な鵜飼観覧船の運航

内容
鵜飼観覧船の運航には、船頭不足に伴う出船数の制限、増水による鵜飼観覧船流出や係留場決壊の被害、乗客数
の減少等、多くの課題を抱えている。今後も引き続き鵜飼観覧船を利用して文化財を公開していくために、鵜飼観覧船
の運航を持続可能な形態へと改善する。

優先度 ● 緊急性 ◎ 重要性 ◎
関わる人々 鵜匠、船頭、市民、観覧者、行政、その他（関遊船株式会社）

財源等 市費、民間 事業期間 継続

措置名 鵜飼観覧船以外の公開方法の導入

内容
異常気象や新型コロナウイルス感染症等の影響により鵜飼観覧船が出船できない日が長期間続くといった事態が発生
している。一方、桟敷を設けて鵜飼漁を観覧するという社会実験も行われている。鵜飼観覧船のみに頼るのではなく、
それ以外の公開方法も幅広く検討し導入していく。

優先度 緊急性 ◎ 重要性 ◎
関わる人々 鵜匠、船頭、市民、観覧者、行政、その他（関遊船株式会社）

財源等 市費、民間 事業期間 中期（10年間）

措置名 アクセス環境の整備

内容 鵜飼観覧船乗り場には、自家用車及び公共交通機関（バス等）の利用によりアクセスすることができる。文化財を円
滑に公開するために、シャトルバスの運行やバス内での案内の充実化等、アクセス環境を整備する。

優先度 緊急性 重要性
関わる人々 市民、観覧者、行政、その他（公共交通機関）

財源等 民間 事業期間 長期（15年間）

＜公開＞

第2節　活用に関する措置

措置名 鵜匠家の一部公開

内容 鵜匠家には、鳥屋や水場等、文化財の特徴をより深く理解することができる施設がある。鵜匠家のプライバシー権や肖
像権等を尊重しつつ、鵜匠家の一部公開に努める。

優先度 ● 緊急性 重要性 ◎
関わる人々 鵜匠、市民、観覧者

財源等 ー 事業期間 継続

措置名 感染症対策の徹底

内容 新型コロナウイルス感染症の影響は、開催日が減少する等、鵜飼漁にも深刻な打撃を与えた。鵜飼観覧船における船
内の消毒、マスク等の着用、乗客の人数制限、検温等、感染症対策を徹底する。

優先度 ● 緊急性 ○ 重要性 ◎
関わる人々 行政、その他（関遊船株式会社）

財源等 市費、民間 事業期間 継続

措置名 安全運航の徹底

内容
流れの速い長良川を下りながら漁をする鵜飼漁には危険が伴う。天候によっては危険性も高まり、慣れた人でも水難事
故に発展する可能性がある。救命胴衣の着用、マニュアル整備、危機管理対策等、鵜舟や鵜飼観覧船の安全運航
を徹底する。

優先度 ● 緊急性 ○ 重要性 ◎
関わる人々 鵜匠、船頭、行政、その他（関遊船株式会社）

財源等 ー 事業期間 継続

　活用に関する措置については、全ての要素を対象に「公開」「普及啓発」「情報発信」
に分類し、21 件の措置を以下に示す。
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措置名 体験による学習機会の創出

内容 鵜飼漁を楽しく理解する上で、体験しながら学ぶことは最適な方法である。これまでも、船頭体験や、ミニ鵜籠づくり等、
鵜飼漁に関連する体験イベントを開催してきた。参加者の安全確保に配慮して、今後も体験による学習機会を創出する。

優先度 ● 緊急性 重要性 ◎
関わる人々 鵜匠、船頭、人材（舟大工、竹細工師、鍛冶職人）、市民、観覧者、行政

財源等 市費、民間 事業期間 継続

措置名 まち歩きによる学習機会の創出

内容
まち歩きによって、鵜飼漁に関わる施設、自然、景観等を体感しながら学ぶことができる。これまでも、鵜匠家バックヤー
ドウォーキングツアー等、まち歩きイベントを開催してきた。参加者の安全確保に配慮して、今後もまち歩きによる学習機
会を創出する。

優先度 ● 緊急性 重要性 ○
関わる人々 鵜匠、市民、観覧者、行政、その他（NPO法人）

財源等 市費、民間 事業期間 継続

＜普及啓発＞

措置名 市民団体との連携

内容
鵜飼漁に関連する市民団体は、長良川鵜飼文化応援団、長良川環境レンジャー協会等が挙げられる。保存会や行
政が市民団体と連携し、一体的に普及啓発を行うことで、市民ぐるみで鵜飼漁を大切にしていこうとする機運を高めて
いく。

優先度 ● 緊急性 重要性 ◎
関わる人々 鵜匠、市民、行政

財源等 市費、民間 事業期間 継続

措置名 市民との研究成果の共有

内容 これまでも、調査研究で得た成果を、シンポジウムや市民講座、企画展等の開催により、市民と共有してきた。今後も
最新の研究成果を市民と共有する。

優先度 ● 緊急性 重要性 ○
関わる人々 市民、観覧者、学識経験者、行政、その他（NPO法人）

財源等 市費、民間 事業期間 継続

措置名 快適な鵜飼観覧船の環境整備の検討

内容 鵜飼漁の観覧をより快適なものにするために、定員数や船内の構造も含め鵜飼観覧船の環境整備を検討する。

優先度 緊急性 重要性
関わる人々 観覧者、行政、その他（民間企業）

財源等 市費、民間 事業期間 中期（10年間）

措置名 オンラインイベントの開催

内容 オンラインには、時間や場所に制限なく情報にアクセスできるという利点がある。Zoom 等を活用した公開講座等、オン
ラインイベントの開催を通じて、実際に現地に行きたくなるきっかけを創出する。

優先度 ★ 緊急性 重要性 ◎
関わる人々 市民、観覧者、行政

財源等 市費 事業期間 短期（5年間）

措置名 市民ガイドの育成

内容 保存会、行政、市民団体等が中心となり、自身の言葉で鵜飼漁の魅力を語ることのできる市民ガイドの育成を行う。

優先度 ★ 緊急性 重要性 ◎
関わる人々 市民、学識経験者、行政

財源等 市費、国補助 事業期間 短期（5年間）



68

第6章   具体的な措置

第
6
章 

具
体
的
な
措
置

措置名 民間企業との連携

内容
旅行商品、土産品、美術工芸品、飲食物等、民間企業との連携により多様な商品開発が可能である。民間企業の
得意分野を活かしたアイデアをもとに、鵜飼漁の魅力を最大限引き出す商品開発を行うことにより、鵜飼漁の運営資金
の確保に結びつける。

優先度 ● 緊急性 重要性 ◎
関わる人々 鵜匠、その他（民間企業）

財源等 民間 事業期間 継続

措置名 学校との連携

内容 これまでも、子どもたちの鵜飼漁の観覧の促進や小学生用ガイドブックの作成、出前講座等を行ってきた。今後は、子
どもたちがより鵜飼漁に愛着が持てるような取組を、学校と連携して行う。

優先度 ● 緊急性 重要性 ◎
関わる人々 市民、行政、その他（学校機関）

財源等 市費、民間 事業期間 継続

措置名 シーズンオフにおける情報発信

内容
シーズン中と比較すると、シーズンオフにおける情報発信が少ない傾向にある。そのため、シーズンオフの鵜匠の仕事
はあまり知られていない。シーズンオフに鵜匠が行う鵜の世話、翌シーズンに向けた準備（シントリの訓練、松割木の乾
燥風景、道具の製作等）、鮎鮨の製造等について、積極的に情報発信を行う。

優先度 緊急性 重要性 ○
関わる人々 鵜匠、市民、観覧者、行政、その他（ガイダンス施設）

財源等 市費、民間 事業期間 継続

＜情報発信＞

措置名 情報の更新

内容 鵜飼漁に関連する刊行物を作成してきたが、調査研究が進み情報が古くなっているものもある。情報の更新を適宜おこ
ない、紙媒体だけではなくSNS やホームページ等により発信する。

優先度 ● 緊急性 重要性
関わる人々 市民、観覧者、行政、その他（民間企業）

財源等 市費、民間 事業期間 継続

措置名 ガイダンス施設の機能強化

内容
鵜飼漁に関連するガイダンス施設は、長良川うかいミュージアム、関市円空館等が挙げられる。情報発信の拠点として
の機能を高めていくために、ソフト整備（各種団体との連携、展示・解説の充実化、多言語化等）、ハード整備（施
設改修、バリアフリー化等）を段階的に進めていく。

優先度 ★ 緊急性 重要性 ◎
関わる人々 学識経験者、行政、その他（ガイダンス施設）

財源等 市費、国補助 事業期間 短期（5年間）

措置名 学識経験者の監修を伴う多言語化

内容
鵜飼漁を紹介する内容には専門用語が多く、直訳では意味が通じない場合が多い。外国人に鵜飼漁の正しい内容を
分かりやすく伝えるために、外国語に精通し、鵜飼漁を熟知した学識経験者等の監修を得ながら情報媒体の多言語化
を行う。

優先度 緊急性 重要性 ○
関わる人々 学識経験者、行政

財源等 市費 事業期間 中期（10年間）

措置名 国外に向けた情報発信

内容 国外の観光客が長良川の鵜飼漁を見に訪れたくなるように、Facebook、Twitter、YouTube などの SNSを活用して、
国外に鵜飼漁の魅力を発信する。

優先度 ● 緊急性 重要性
関わる人々 観覧者、行政、その他（民間企業）

財源等 市費、民間 事業期間 短期（5年間）
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措置名 テーマ別の映像制作

内容 これまでに、鵜飼漁に関連する複数の映像を制作しているが、全般的な内容のものが多く、個別のテーマを詳細に取
り上げた映像は少ない。幅広い切り口で映像を制作する。

優先度 緊急性 重要性 ○
関わる人々 学識経験者、行政

財源等 市費 事業期間 長期（15年間）

措置名 地域固有性を明らかにするための調査研究の推進

内容 日本でおこなわれている他地域の鵜飼漁や、鵜飼漁以外の伝統漁法等との比較調査を通じて、長良川の鵜飼漁の地
域固有性を明らかにする。

優先度 ★ 緊急性 重要性 ◎
関わる人々 学識経験者、行政、その他（他地域の鵜飼漁の関係者）

財源等 市費 事業期間 短期（5年間）

第3節　調査研究に関する措置
　調査研究に関する措置については、 全ての要素を対象に 7 件の措置を以下に示す。

措置名 写真・映像の収集と整理

内容 鵜飼漁を撮影した写真や映像は、行政が撮影したものだけでなく、市民が撮影したものも多く残る。写真や映像の収集
と整理をおこない、アーカイブとして公開する。

優先度 ★ 緊急性 ○ 重要性 ◎
関わる人々 市民、学識経験者、行政

財源等 市費 事業期間 短期（5年間）

措置名 市民参加型の調査研究体制の構築

内容 歴史資料の整理やデータベース化、道具の実測など、市民が主体的に関わることのできる調査研究体制を構築していく。
また、その成果を参加した市民によって公表できる環境も整えていく。

優先度 ★ 緊急性 重要性 ◎
関わる人々 市民、学識経験者、行政

財源等 市費 事業期間 短期（5年間）

措置名 保存活用のための調査研究の継続

内容 鵜、長良川、鮎、鍛治職人、鵜捕り場、文学・美術、遊宴文化、食文化等、調査研究が不十分なものがある。そ
れぞれの保存活用すべき特質を明確化するために、詳細な調査研究を今後も継続していく。

優先度 ● 緊急性 ○ 重要性 ◎
関わる人々 学識経験者、行政

財源等 市費 事業期間 継続

措置名 積極的な文化財指定等

内容 調査研究により鵜飼漁に関わる新たな価値を明らかにして、積極的に文化財指定等を行う。

優先度 ● 緊急性 重要性 ◎
関わる人々 学識経験者、行政

財源等 ー 事業期間 継続

措置名 歴史資料の収集と整理

内容 鵜匠家や博物館等には鵜飼漁に関わる歴史資料が保管されている。今後も鵜飼漁に関わる新たな価値や魅力を明ら
かにしていくために、市内外に点在する歴史資料の幅広い収集と整理を継続する。

優先度 ● 緊急性 重要性 ○
関わる人々 学識経験者、行政、その他（ガイダンス施設）

財源等 市費 事業期間 継続
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措置名 調査研究のデータベース化

内容 これまでにおこなわれた鵜飼漁に関連する調査研究を把握するために、調査研究のデータベース化（名称、研究者、
内容等）を図る。

優先度 緊急性 重要性 ○
関わる人々 学識経験者、行政

財源等 ー 事業期間 中期（10年間）

第4節　措置の一覧
　本章の第１節から第３節で示した計 51 件の措置の一覧を以下に示す。
　関わる人 に々ついては、中心となって取り組む主体者を「◎」、参加や関与による主体者を「〇」
とした。
　財源については、「市費」「国補助」「民間」等、現時点で利用できると考えられるものを示したが、
第５章の基本方針で示したように、市民や民間の活力を積極的に活用するために、基金の設立や
ふるさと納税の活用等の仕組みづくりを今後進めていく。

保存に関する措置

分類 措置名 優先度
関わる人々

財源等
事業期間

鵜匠 船頭 人材 市民 観覧者 学識経験者 行政 その他 短期 中期 長期

鵜匠

鵜匠家支援の仕組みづくり ★ ◎ ○ ○ ◎ ○ 市費、国補助、民間
保存会の役割強化 ★ ◎ ◎ ー
後継者育成のための記録作成 ★ ◎ ○ ○ ○ 市費、国補助
他地域の鵜飼漁とのネットワークの構築 ◎ ○ ○ ○ 市費、民間

鵜
鵜の健康管理 ● ◎ ○ ー
シントリの安定供給 ○ ◎ ○ ○ ー

船頭
船頭の技術向上 ★ ◎ ◎ ○ ○ ○ 市費、国補助、民間
船頭の人材発掘 ● ◎ ◎ ○ ○ ○ 市費、国補助、民間
船頭の雇用機会の創出 ◎ ◎ ○ 市費

道具
鵜舟の安定供給 ★ ○ ○ ◎ ○ ◎ 市費、国補助
道具等に関する基準の明確化 ◎ －

自然

防災対策の徹底 ● ◎ ○ ◎ 市費、国補助
河川環境の保全 ● ◎ ○ ◎ 民間
鮎の増殖 ● ○ ○ ◎ 民間
河川環境に応じた鵜飼漁の導入 ◎ ○ ○ ○ ◎ ー

人材

後継者の確保及び育成 ★ ○ ◎ ○ ◎ 市費、国補助
情報のリスト化 ★ ◎ ◎ ○ ー
職人による仕事の需要創出 ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ー
職人のネットワーク構築 ○ ◎ ◎ ○ 市費

施設

施設の点検及び改修 ● ◎ ○ 国補助
家屋や施設の防火及び耐震化 ● ◎ ○ 国補助
道具及び歴史資料の保管環境の整備 ● ◎ ○ ○ 国補助
鵜捕り場の環境整備の支援 ● ◎ ◎ 市費
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活用に関する措置

分類 措置名 優先度
関わる人々

財源等
事業期間

鵜匠 船頭 人材 市民 観覧者 学識経験者 行政 その他 短期 中期 長期

公開

持続可能な鵜飼観覧船の運航 ● ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ 市費、民間
鵜匠家の一部公開 ● ◎ ○ ○ －
感染症対策の徹底 ● ◎ ◎ 市費、民間
安全運航の徹底 ● ◎ ◎ ◎ ◎ －
鵜飼観覧船以外の公開方法の導入 ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ 市費、民間
アクセス環境の整備 ○ ○ ○ ◎ 民間
快適な鵜飼観覧船の環境整備の検討 ○ ◎ ◎ 市費、民間

普及
啓発

市民ガイドの育成 ★ ◎ ○ ◎ 市費、国補助
オンラインイベントの開催 ★ ○ ○ ◎ 市費
体験による学習機会の創出 ● ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ 市費、民間
まち歩きによる学習機会の創出 ● ◎ ○ ○ ◎ ◎ 市費、民間
市民との研究成果の共有 ● ○ ○ ◎ ◎ ◎ 市費、民間
市民団体との連携 ● ○ ◎ ◎ 市費、民間
学校との連携 ● ○ ◎ ◎ 市費、民間
民間企業との連携 ● ◎ ◎ 民間

情報
発信

ガイダンス施設の機能強化 ★ ○ ◎ ◎ 市費、国補助
情報の更新 ● ◎ ◎ ○ ○ 市費、民間
国外に向けた情報発信 ● ○ ◎ ◎ 市費、民間
学識経験者の監修を伴う多言語化 ○ ◎ 市費
シーズンオフにおける情報発信 ○ ○ ○ ◎ ◎ 市費、民間
テーマ別の映像制作 ○ ◎ 市費

調査研究に関する措置

分類 措置名 優先度
関わる人々

財源等
事業期間

鵜匠 船頭 人材 市民 観覧者 学識経験者 行政 その他 短期 中期 長期

地域固有性を明らかにするための調査研究の推進 ★ ◎ ◎ ○ 市費
市民参加型の調査研究体制の構築 ★ ◎ ○ ○ 市費
写真・映像の収集と整理 ★ ◎ ○ ○ 市費
保存活用のための調査研究の継続 ● ◎ ◎ 市費
積極的な文化財指定等 ● ◎ ◎ －
歴史資料の収集と整理 ● ◎ ◎ ◎ 市費
調査研究のデータベース化 ◎ ◎ －

第5節　他の文化財との連携
　文化財が行われている場所の周囲を見渡すと、岐阜市長良には「岐

ぎ

阜
ふ

城
じょう

跡
あ と

」や「長良川
中流域における岐阜の文化的景観」、関市小瀬には「弥

み

勒
ろ く

寺
じ

官
か ん

衙
が

遺
い

跡
せ き

群
ぐ ん

」等の文化財が近
くに存在する。国の指定・選定を受けた複数の文化財が集中するという稀有な場所で鵜飼漁
が行われている。
　第 1 章第 5 節で示したとおり、両市は本計画の他にも個別の文化財計画を策定しており、岐
阜市については地域計画も策定している。他の文化財の計画と本計画が連携を図ることで、そ
れぞれ措置の相乗効果を得ることが期待される。そこで、各計画の概要及び本計画との連携
方法を以下に示す。
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【岐阜市文化財保存活用地域計画】

　岐阜市における文化財の保存活用のマスタープランとなる計画で、令和 2 年度に国の認定を
受けた。日本遺産「「信長公のおもてなし」が息づく戦国城下町・岐阜」を中核としてその周
辺を巡ることができる、岐阜市版日本遺産ストーリーを設定し、そのストーリーと構成文化財を一
体で保存活用するための方針とアクションプランが定められている。鵜飼漁は、日本遺産のストー
リーをブラッシュアップした「おもてなしの原風景―道三・信長の城・町・川文化―」の構成文
化財のひとつとして位置付けられている。
　アクションプランには「長良川鵜飼文化保存・活用事業」が重点事業のひとつとして位置付
けられている。ここには、鵜飼漁の魅力発信、保存・継承に取り組み、未来へと確実に繋いで
いくための 18 件の事業が示されているため、本計画で掲げた措置と一体的に進めていく。

【史跡岐阜城跡保存管理計画・整備基本計画】

　国の史跡に指定されている「岐阜城跡」の多様な価値を適切に保存管理するための保存
管理計画と、具体的な整備の内容を示す整備基本計画である。岐阜城の築かれた金華山北
麓を長良川が流れており、この周辺が鵜飼漁を観覧する区域に該当するため、金華山や山頂
の岐阜城復興天守を背景に繰り広げられる鵜飼漁の光景が観覧者に親しまれている。
　岐阜城跡は、金華山一体が史跡に指定されているため、史跡を適切に保護することで、鵜
飼漁における良好な景観形成にも繋がる。また、史跡の位置と鵜飼漁が行われる場所は極めて
近く、両方の文化財を一体的に保存活用する史跡整備も有効である。

【長良川中流域における岐阜の文化的景観保存計画・整備計画】

　国の重要文化的景観に選定されている「長良川中流域における岐阜の文化的景観」の保
存計画及び整備計画である。保存計画では、鵜飼漁の舞台でもある「長良川中流域における
岐阜の文化的景観」の継承と望ましい景観形成の持続的で組織的な仕組みづくりを行うとし、
整備計画ではそのための具体的な事業が示されている。
　鵜飼漁に関連する重要な構成要素は、区域（長良川、長良自治会連合会範囲、鵜飼屋
景観まちづくり協議会範囲）、道路（19 本）、建築物（鵜匠家）、建築物・敷地（神明神社）
等が特定されている。平成 30 年度には、文化的景観の国庫補助金を活用し、鵜匠家の主屋
の耐震補強工事を実施している。今後も引き続き、重要な構成要素に特定されているものを対
象とする事業について、整備計画と連携しながら進めていく。
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【弥勒寺史跡公園整備基本計画】

　国の史跡に指定されている弥勒寺官衙遺跡群の整備基本計画である。遺跡群は関市池
い け じ り

尻
にあり、小瀬の鵜飼漁がおこなわれる長良川の右岸に位置する。ここは江戸時代の遊行僧であ
る円空の入

にゅうじょうづか

定塚や墓などがある場所でもある。これらの歴史・伝統文化を保護・継承し、総合
的に活用するための弥勒寺史跡公園の基本的な方向性を定めることを目的とする計画である。
　歴史景観を整備するための植栽をおこなう際に、鵜飼漁との連携を考え、ムクゲを植栽し天
然素材の確保をおこなっている。活用に関しては、市民ガイドの育成の中で、弥勒寺遺跡群・
円空を学べる講座を設定し、周辺の歴史的環境もガイドできるように事業を進めていく。

　第２章第５節で示したとおり、個別の文化財計画が定められている上記 3 つの文化財以外
にも、鵜飼漁に関連する文化財は数多く存在する。その種別は、有形文化財、民俗文化財、
記念物等、様々である。さらに日本遺産や世界農業遺産に認定されているものもある。今後、
これらの保存活用の措置とも連携を強化していくことが求められる。

鵜飼漁に関連する文化財との連携の体系図
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第1節　事業の実施計画
　第 5 章で文化財の保存活用の基本方針を示し、第 6 章で基本方針に基づく具体的な措置を

「保存」「活用」「調査研究」ごとに示した。
　本章では、今後実施すべき全ての措置の中から、計画期間に優先的に実施する措置（第 6
章で優先度に★をつけた措置）を抽出し、実際に取り組む事業の実施計画を示す。第 1 章第
4 節で示したとおり、計画期間は令和 3 年度（2021）から令和 7 年度（2025）までの 5 年間とし、
この期間に行う13 件の措置に対応する10 件の事業を計画した。

＜措置と事業の対応表＞

措置 事業

保存

鵜匠家支援の仕組みづくり
①岐阜長良川鵜飼保存会制度改革

保存会の役割強化

後継者育成のための記録作成 ②後継者育成のための記録映像制作事業

船頭の技術向上 ③船頭養成事業

鵜舟の安定供給
④用具の修理・新調事業

後継者の確保及び育成

情報のリスト化 ⑤職人・事業者リスト作成事業

活用

市民ガイドの育成 ⑥小瀬鵜飼市民ガイド育成事業

オンラインイベントの開催 ⑦「川文化スクール」開催事業

ガイダンス施設の機能強化 ⑧川合玉堂作「鵜飼」クローン文化財作成事業

調査
研究

地域固有性を明らかにするための調査研究の推進 ⑨全国鵜飼習俗基礎調査

市民参加型の調査研究体制の構築
⑩写真・映像の収集と整理事業

写真・映像の収集と整理
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＜実施計画＞

①岐阜長良川鵜飼保存会制度改革

実施主体 ： 岐阜長良川鵜飼保存会、岐阜市
事業期間 ： 令和 3 ～ 5 年度
事業内容 ： 令和 3 年度に岐阜長良川鵜飼保存会の事務局を再整備し、鵜飼漁の保存活

用に必要な体制を構築する。
以降、保存会への財政的支援や人的支援を受け入れることのできる組織づくり
を継続する。

財　　源 ： 岐阜市、国補助 等
②後継者育成のための記録映像制作事業

実施主体 ： 関市、小瀬鵜飼保存会
事業期間 ： 令和 4 ～ 5 年度
事業内容 ： 関市では、今まで観光振興を目的とする鵜飼漁の撮影は行われてきたが、鵜

匠や船頭目線の技術継承を目的とした撮影は行われていない。後継者育成を
目的とした鵜匠や船頭の技術を撮影し、記録映像を制作する。

財　　源 ： 関市、国補助 等
③船頭養成事業

実施主体 ： 「長良川の鵜飼漁の技術」保存活用協議会
事業期間 ： 令和 4 ～ 6 年度
事業内容 ： 岐阜市民・関市民を対象に、新たに船頭を志す人を募集し、経験豊富な船頭

による指導のもと、長良川で 1 年間かけて操船技術等の訓練を行う（実地訓練
は岐阜市長良と関市小瀬で個別に実施）。訓練終了後は、鵜舟または鵜飼観
覧船の船頭として活動し、経験を積み重ねながら、技術向上を目指す。

財　　源 ： 岐阜市、関市、国補助 等
④用具の修理・新調事業

実施主体 ： 岐阜長良川鵜飼保存会、小瀬鵜飼保存会
事業期間 ： 令和 3 ～ 8 年度　※計画期間を越えて実施
事業内容 ： 鵜飼漁の技術を継承するために必要な用具の修理・新調を行う。用具は、毎

年使用すると消耗が激しいため、鵜匠の要望を踏まえながら随時修理・新調を
行う。また、事業を通じて、製作者の需要創出や後継者の確保及び育成を図り、
用具の安定供給に向けた体制を構築する。

財　　源 ： 岐阜長良川鵜飼保存会、小瀬鵜飼保存会、国補助 等
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⑤職人・事業者リスト作成事業

実施主体 ： 「長良川の鵜飼漁の技術」保存活用協議会
事業期間 ： 令和 3 ～ 7 年度
事業内容 ： 道具を供給する職人や素材等を供給する事業者の情報について、鵜匠全員か

らの聞き取りをもとにこれまでの取引相手を把握する。また、今後新しい取引相
手も開拓する。得られた情報をまとめてリストを作成し、毎年更新する。

財　　源 ：な し
⑥小瀬鵜飼市民ガイド育成事業

実施主体 ： 関市
事業期間 ： 令和 5 ～ 7 年度
事業内容 ： 小瀬鵜飼を案内する市民ガイドを育成する。鵜匠の協力を得て、鳥屋などの見

学をガイドできるように育成する。また、課程の中で、小瀬鵜飼の近くにある弥勒
寺官衙遺跡群や円空を学ぶことのできる講座も設定し、周辺の歴史環境もガイド
できるように育成する。

財　　源 ： 関市、国補助 等
⑦「川文化スクール」開催事業

実施主体 ： 岐阜市、民間
事業期間 ： 令和 4 ～ 7 年度
事業内容 ： 長良川流域で育まれた豊かな川文化（漁法、川船、工芸、治水・利水等）を

テーマに取り上げ、その魅力に触れることのできる「川文化スクール」を開催する。
体験形式の講義（操船体験、釘打ち体験等）は現地で開催し、座学形式の
講義は、Zoomウェビナー等を活用してオンラインで開催する。

財　　源 ： 岐阜市 等
⑧川合玉堂作「鵜飼」クローン文化財作成事業

実施主体 ： 関市
事業期間 ： 令和 6 ～ 7 年度
事業内容 ： 東京藝術大学が所蔵し、川合玉堂が昭和 6 年に描いた「鵜飼」は調査の結

果、小瀬鵜飼をモデルとして描いていることが明らかとなった。この「鵜飼」を
関市で展示し、市民や観光客に広く知ってもらうため、高精度な「クローン文化
財」を作成する。

財　　源 ： 関市、国補助 等
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⑨全国鵜飼習俗基礎調査

実施主体 ： 岐阜市、関市
事業期間 ： 令和３～７年度
事業内容 ： 日本でおこなわれている他地域の鵜飼漁との比較を通じて、長良川の鵜飼漁の

地域固有性を明らかにするための全国鵜飼習俗基礎調査を実施する。
財　　源 ： 岐阜市、関市 等

⑩写真・映像の収集と整理事業

実施主体 ： 岐阜市
事業期間 ： 令和 6 ～ 7 年度
事業内容 ： 鵜飼漁に関わる古い写真や映像について、各鵜匠家が保持するものや岐阜市

が保持するものを対象に収集整理し、基礎資料として今後の調査研究等に活
かす。また、広報ぎふ、ホームページ、SNS 等を利用して、市民にも古い写
真や映像の提供を呼び掛けるとともに、収集整理に興味関心を持つ市民を募
集し、共同で作業を行う。

財　　源 ： 岐阜市 等

事業 R3 R4 R5 R6 R7

①岐阜長良川鵜飼保存会制度改革

②後継者育成のための記録映像制作事業

③船頭養成事業

④用具の修理・新調事業

⑤職人・事業者リスト作成事業

⑥小瀬鵜飼市民ガイド育成事業

⑦「川文化スクール」開催事業

⑧川合玉堂作「鵜飼」クローン文化財作成事業

⑨全国鵜飼習俗基礎調査

⑩写真・映像の収集と整理事業

＜年次計画＞
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第2節　評価の方法
　本計画で実施した取組の成果を評価するための方法として、アウトカム指標※を導入する。計
画期間に実施した措置の効果を客観的に評価するため、5 年後の目標指標を以下のように設定
する。　　※アウトカム指標……政策の成果を図る指標の一つ。具体的な効果、効用を示す。

現在値（R2）

⇨
目標値（R7）

岐阜市長良 約15,000人 約115,000人

関市小瀬 約2,200人 約10,000人

現在値（R2）

⇨
目標値（R7）

岐阜市 未計測 80％

関市 未計測 80％

現在値（R2）

⇨

目標値（R7）

岐阜市長良・鵜舟の船頭 12人 維持

岐阜市長良・鵜飼観覧船の船頭 158人 170人

関市小瀬・鵜舟の船頭 6人 維持

関市小瀬・鵜飼観覧船の船頭 14人 20人

現在値（R1）

⇨
目標値（R7）

岐阜市民 56.4％ 58％

関市民 20.4％ 22％

現在値（R2）

⇨
目標値（R7）

長良川鵜飼文化応援団 48人 75人

小瀬鵜飼ガイドボランティア   0人 10人

現在値（R1）

⇨
目標値（R7）

岐阜市民 51.6％ 55％

関市民 64.3％ 67％

現在値（R1）

⇨
目標値（R7）

長良川うかいミュージアム 127,925人 150,000人

関市円空館 2,893人 3,037人

＜鵜飼観覧船の乗客数＞

＜イベント参加者の満足度＞

＜船頭の数＞

＜観光資源が豊かなまちだと感じる割合＞

＜市民団体の会員数＞

＜岐阜市民・関市民であることに誇りを感じる割合＞

＜主要施設観光入込数＞
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第1節　協議会の役割

第2節　各組織の役割

　本章では、第 7 章で示した計画期間に実施する事業を実際に推進していくための運営・体制を
示す。まずは、本計画作成事業の主体者である「長良川の鵜飼漁の技術」保存活用協議会の
役割を示す。
　第 1 章第３節で示したとおり、本計画の作成を契機にこの協議会を設立した意義は大きい。こ
れまでの取組は、両保存会や両市がそれぞれ独自に進めてきたが、両保存会及び両市で構成さ
れる一体的な協議会が組織されること自体初めてとなる。
　協議会の目的は、重要無形民俗文化財「長良川の鵜飼漁の技術」の保存活用の推進である
ため、取組全体の中心組織として、本計画の作成以降も協議会の活動を継続する。また、協議
会の目的を達成するため、本計画の進捗確認だけでなく、鵜飼漁に関わる人材の育成やイベント
の開催など、両保存会及び両市に関わる総合的な事業を積極的に実施していく。

【協議会の活動内容】

●保存活用計画の作成

　協議会の総会での審議を経て、令和 2 年度に本計画を作成した。
●保存活用計画に位置付けられた事業の実施

　両保存会及び両市が連携して一体的に取り組むべき事業は、協議会が主体者となる。
●総会及び両保存会連絡会の開催

　毎年総会を開催して諸事項を審議するとともに、両保存会の全会員を集めた連絡会を開催し、
鵜匠間の情報共有を図る。
●保存活用計画の更新

　５年ごとに本計画を更新する。次回は、令和 7 年度中に本計画の内容を見直し、令和 8 年度
から新しい計画に沿って事業を進めていく。

　重要無形民俗文化財「長良川の鵜飼漁の技術」の保護団体である両保存会、鵜飼漁に関
わる文化財行政や観光行政等を担う両市を、本計画の推進組織として位置付ける。
　その他の組織については、組織の特性や得意分野を活かしながら、互いに連携して保存活用
の取組を進めていく。

＜両保存会＞

役　割 ： 鵜飼漁の実施、保存、継承、公開、普及啓発
団　体 ： 岐阜長良川鵜飼保存会（事務局 ： 岐阜市文化財保護課）
　　　　小瀬鵜飼保存会
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＜両市＞

役　割 ： 鵜飼漁の支援、普及啓発、情報発信、調査研究
関係課 ： ［岐阜市］

文化財保護課、ぎふ魅力づくり推進政策課、歴史博物館、
観光コンベンション課（長良川うかいミュージアム）、
広報広聴課、経済政策課、畜産課、学校指導課、環境保全課、河川課等

［関市］
文化課文化財保護センター、観光課、企画広報課、農務課、土木課、
学校教育課等

＜両市以外の行政＞

役　割 ： 鵜飼漁の支援、保存活用に対する指導助言
機　関 ： 日立市（観光物産課）

文化庁（文化財第一課）
岐阜県（文化伝承課）

＜観覧船事業者＞

役　割 ： 鵜飼漁の公開、情報発信
団　体 ： 岐阜市（鵜飼観覧船事務所）

関遊船株式会社
＜市民団体＞

役　割 ： 鵜飼漁の支援、普及啓発、情報発信、長良川の環境保全
団　体 ： 長良川鵜飼文化応援団

長良川環境レンジャー協会
岐阜県文化財保護協会（美濃支部・関支部）

＜審議会＞

役　割 ： 鵜飼漁の調査研究、文化的景観の調査研究、鵜飼漁に関わる文化財指定
団　体 ： 岐阜市長良川鵜飼習俗総合調査委員会（事務局 ： 岐阜市文化財保護課）

岐阜市長良川鵜飼習俗総合調査専門委員会（事務局 ： 岐阜市文化財保護課）
関市小瀬鵜飼習俗総合調査委員会（専門部会）（事務局 ： 関市文化課文化財保護センター）
長良川流域の文化的景観検討委員会（事務局 ： 岐阜市文化財保護課）
岐阜市文化財審議会（事務局 ： 岐阜市文化財保護課）
関市文化財審議会（事務局 ： 関市文化課文化財保護センター）
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第3節　市民の役割
　一人一人の市民も、文化財の保存活用において重要な役割を持つ。
　平成 29 年度に岐阜市が実施した市政モニター（181 人回答）に対するアンケートでは、「鵜飼
の未来のために自分なら何ができると思うか」という質問に対して、以下のとおり回答を得ている。

1.家族や友人、職場の同僚等を誘って積極的に鵜飼を見に行く

2.長良川鵜飼文化応援団に加わり活動に参加する

3.長良川の清掃活動に参加する

4.長良川や鵜飼に関連する様 な々イベントに参加する

5.SNSを使って鵜飼の魅力を発信する

6.鵜飼を保存・継承するための寄付や基金等に協力する

7.その他
0　　　 　　20　　　 　　40　　　　 　60　　　 　　80　　　 　　100

88

23

56

55

36

16

88

＜協議会等＞

役　割 ： 鵜飼漁の支援、普及啓発、情報発信、長良川の環境保全
団　体 ： ウミウ捕獲技術保存協議会（事務局 ： 日立市観光協会）

長良川下流域魚族保護対策協議会（事務局 ： 岐阜市畜産課）
長良川流域環境ネットワーク協議会（事務局 ： 会長の属する団体）
ぎふ歴史遺産活用推進協議会（事務局 ： 岐阜市文化財保護課）
ぎふ長良川水辺空間活用協議会（事務局 ： 岐阜市ぎふ魅力づくり推進政策課）

＜民間事業者・観光関連団体＞

役　割 ： 鵜飼漁の支援、継承、観光振興
団　体 ： 岐阜観光コンベンション協会

関市観光協会
岐阜長良川温泉旅館協同組合
長良川温泉泊覧会実行委員会
ＮＰＯ法人グリーンウッドワーク協会
民間企業・ＮＰＯ法人等

（単位：人）
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　市民が担う役割については、必ずしも特別なことが求められ
ているものではない。まずは鵜飼漁を見て、知って、理解す
るところから始めてもらうことが重要である。市民が負担なく「で
きること」を積み重ねられるよう、行政が中心となって環境整
備を進めていく必要がある。

〔自由記述〕
●ボランティアガイドとして、岐阜市に訪れた観光客に鵜飼を案内したい。
●機会があれば、小学校などで鵜飼についての話ができるといい。
●県外の友人が岐阜市に来た際には、時間がとれたら鵜飼に誘うようにしている。
●ボランティア活動を行うサークルで、長良川の清掃活動を年間 6 回行っている。
●鵜飼に関するイベントがあったら参加したい。
●市民鵜飼を利用して、県外の友人たちを招待したい。

長良川鵜飼文化応援団の活動

長良川の清掃活動

第4節　体制整備
（１）推進体制

　「長良川の鵜飼漁の技術」保存活用協議会を中心に、両保存会及び両市が文化財の保存活
用の措置を推進する。各組織や市民は互いに情報共有・協働・連携を図りながら、それぞれの
役割を果たしていくことで、文化財の保存活用への支援に繋げる。

支援 支援 支援

支援

支援 支援

支援

支援

役割分担

協働

情報共有

連携

観覧船
事業者

行政

市民審議会等

観光関連
団体

民間
事業者 市民団体

協議会等

「長良川の鵜飼漁の技術」保存活用協議会

岐阜市 関市
岐阜長良川鵜飼保存会

小瀬鵜飼保存会

推進体制の体系図
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第8章   運営・体制

第
8
章 
運
営
・
体
制

（２）持続可能な保存会のあり方

　第 7 章にて、計画期間において優先的に取り組む措置のひとつとして「保存会の役割強化」
を挙げた。多岐にわたる課題を各鵜匠家が個別に解決するには限界があるため、保存会の役
割を強化し、組織的な取組を推進していくことを趣旨とする。
　両保存会は、平成 19 年に鵜匠のみで構成される組織として設立。その後、岐阜長良川鵜
飼保存会は、令和 2 年度に新たな体制整備に向けて動き出した。岐阜市ぎふ魅力づくり推進
部文化財保護課が事務局を務め、市の関与のもと保存会の体制強化に向けた仕組みづくりが
進められている。小瀬鵜飼保存会は、体制整備が今後の課題である。
　5 年後、10 年後、その先の未来を見据えた保存活用の取組を実行していくために、保存会
も持続可能な組織にする必要がある。しかし、保存会の体制整備は設立当初より進みつつある
が、現状を見ると、市からの補助金や負担金に依存しており、主体的な事業も十分とは言えず、
体制はいまだ脆弱と言わざるを得ない。
　以上を踏まえ、「保存会の自立」が取り組むべき喫緊の課題と考えられる。そのための手段と
して、将来的には保存会の法人化も視野に検討すべきである。保存会を法人化することにより、
社会的信用の向上、組織基盤の確立、収益事業による自主財源の獲得等が期待できる。実
際に、全国を見ると、国指定等の文化財保護団体のうち、法人として活動している団体がいく
つか見受けられる。法人化はあくまで選択肢のひとつではあるが、今後は持続可能な保存会の
あり方を幅広く検討していく必要がある。

【法人として活動している文化財保護団体】

　※国指定文化財等データベースに記載されているものを抽出
　重要無形民俗文化財（4団体／318件）
　記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財（1団体／647件）
　重要無形文化財（2団体／106件）
　選定保存技術（12団体／81件）
　記録作成等の措置を講ずべき無形文化財（1団体／132件）
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参考資料

期日 経過

令和2年1月22日 「長良川の鵜飼漁の技術」保存活用協議会設立総会

令和2年7月28日 関市小瀬の鵜匠に対する取材

令和2年7月30日 岐阜市長良の鵜匠に対する取材

令和2年9月（書面会議） 令和2年度第1回「長良川の鵜飼漁の技術」保存活用協議会総会

令和2年11月5日 令和2年度第1回長良・小瀬鵜飼習俗総合調査合同委員会

令和2年11月10日 岐阜市長良の鵜匠に対する取材

令和2年11月17日 文化庁・岐阜県の指導助言

令和2年11月17日 関市小瀬の鵜匠に対する取材

令和2年12月24日 令和2年度第2回「長良川の鵜飼漁の技術」保存活用協議会総会

令和3年2月（書面会議） 令和2年度第2回長良・小瀬鵜飼習俗総合調査合同委員会

令和3年2月（書面会議） 令和2年度第3回「長良川の鵜飼漁の技術」保存活用協議会総会

令和3年2月24日 文化庁・岐阜県の指導助言

令和3年3月3日 岐阜市長良・関市小瀬の鵜匠に対する取材（計画の最終確認）

1. 計画作成の経過

2. 鵜飼漁に関わる用語　（「学習用ブック　小瀬鵜飼を学ぼう！！」より転載）
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3. 鵜飼観覧船の乗客数（単位：人）

4. 文化庁が定める保存活用計画の策定等に関する指針との対応表

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

岐阜市 105,002 102,714 103,927 108,653 110,412 76,330 91,178 15,310

関市 7,587 7,484 9,060 8,474 8,238 5,973 7,001 2,251

指　　　針 本　計　画

当該重要無形民俗文化財の名称・所在地等 第２章第１節

当該重要無形民俗文化財の所有者・管理団体等 第２章第１・２節

当該重要無形民俗文化財の概要・価値等 第２章第１節、第３章第１節

指　　　針 本　計　画

計画期間 第１章第４節

指　　　針 本　計　画

保存・活用の現状と課題 第４章第１・２節

保存・活用の方針 第５章第１節

保存に関する措置 第６章第１節

活用に関する措置 第６章第 2 節

＜当該重要無形民俗文化財に関する基本的な事項＞

＜当該重要無形民俗文化財の保存及び活用のために行う具体的な措置の内容＞

＜計画期間＞

「文化財保護法に基づく文化財保存活用大綱 ・ 文化財保存活用地域計画 ・ 保存活用計画の策定等に関する指針」
（平成 31 年 3 月 4 日、 文化庁策定） より
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